
－60－

約款構成

「傷害保険」

1．傷害保険普通保険約款（P61）

2．スポーツ安全協会傷害保険特約（P73） 各種特約
3．熱中症危険担保特約（P75）
4．細菌性食中毒等担保特約（P75）
6．通院保険金支払限度日数変更特約（P81）
7．通院保険金の支払要件変更に関する特約（P81）
8．条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約（P81）
9．共同保険に関する特約（傷害保険用）（P82）
10．突然死葬祭費用担保特約（P82）
11．後遺障害追加支払等級限定補償特約（P85）

16．スポーツ安全保険特約書（P96）

…団体活動中の補償について規定

5．スポーツ安全協会傷害保険特約
（学校管理下外担保）（P75）

…AW区分の学校管理下以外の補償範囲について規定
　学校管理下以外の賠償責任についても規定

「賠償責任保険」

12．賠償責任保険普通保険約款（P86）

13．施設所有（管理）者特別約款（P91）

14．スポーツ安全協会賠償責任保険特約条項（P92）

15．各種特約条項（P94）

　・原子力危険不担保特約条項
　・保険料に関する規定の変更特約条項（注）

（注）スポーツ安全協会が保険会社に保険料を払込む際の取決め事項のため、掲載を省略します。

　・専門職業危険不担保特約条項
　・汚染危険不担保特約条項
　・石綿損害等不担保特約条項
　・共同保険に関する特約条項（賠償責任保険用）

16．スポーツ安全保険特約書（P96）

※AW区分の学校管理下以外の賠償責任保険についての規定は「5．スポーツ安全協会傷害保険特約（学校管
理下外担保）」に規定

｝団体活動中の補償について規定

各種特約
6．通院保険金支払限度日数変更特約（P81）
7．通院保険金の支払要件変更に関する特約（P81）

9．共同保険に関する特約（傷害保険用）（P82）
11．後遺障害追加支払等級限定補償特約（P85）

16．スポーツ安全保険特約書（P96）

8．条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約（P81）

07_Ⅴ．質疑応答.indd   60 2020/01/09   18:02:31



－61－

Ⅵ．保険約款・特約条項・特約書

1．傷害保険普通保険約款【全加入区分共通】

第１章　用語の定義条項

第１条（用語の定義）
この約款において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義
医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
医科診療報酬点数表 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表

をいいます。
危険 傷害の発生の可能性をいいます。
競技等 競技、競争、興行（＊1）または試運転（＊2）をいいます。

（＊1）いずれもそのための練習を含みます。
（＊2）性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。

後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来に
おいても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいま
す。

公的医療保険制度 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
ｱ．健康保険法
ｲ．国民健康保険法
ｳ．国家公務員共済組合法
ｴ．地方公務員等共済組合法
ｵ．私立学校教職員共済法
ｶ．船員保険法
ｷ．高齢者の医療の確保に関する法律

告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が
告知を求めたものをいいます。（＊1）

（＊1）他の保険契約等に関する事項を含みます。
歯科診療報酬点数表 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表

をいいます。
自動車等 自動車または原動機付自転車をいいます。
手術 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。

ｱ．�公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙さ
れている診療行為（＊1）。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。
ア 創傷処理
イ 皮膚切開術
ウ デブリードマン
エ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
オ 抜歯手術

ｲ． 先進医療（＊2）に該当する診療行為（＊3）

（＊1）�歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、
医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為
を含みます。

（＊2）�手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養の
うち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務
大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限り
ます。

（＊3）�治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘
出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診
療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射およ
び温熱療法による診療行為を除きます。

乗用具 自動車等、モーターボート（＊1）、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するも
のをいいます。

（＊1）�水上オートバイを含みます。
他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契

約をいいます。
治療 医師（＊1）が必要であると認め、医師（＊1）が行う治療をいいます。

（＊1）被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
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用語 定義
通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、

治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
通院保険金日額 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。
入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療

に専念することをいいます。
入院保険金日額 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。
配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含みます。
被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。
保険期間 保険証券記載の保険期間をいいます。
保険金 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。
保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

第２章　補償条項

第２条（保険金を支払う場合）
⑴��当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故（＊1）によってその身体に被った傷害に
対して、この約款に従い保険金を支払います。
⑵��⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中
毒症状（＊2）を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
（＊1）以下「事故」といいます。
（＊2）継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。

第３条（保険金を支払わない場合－その１）
⑴�当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者（＊1）または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者（＊2）の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、

保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故

ｱ.法令に定められた運転資格（＊3）を持たないで自動車等を運転している間
ｲ.道路交通法第 65 条第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ｳ.�麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ（＊4）、シンナー等（＊5）を使用した状態で自動車等を運転して
いる間

⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会

社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（＊6）
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質（＊7）もしくは核燃料物質（＊7）によって汚染された物（＊8）の放射性、爆発性その他の有害な特性または

これらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑵��当会社は、被保険者が頸部症候群（＊9）、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学
的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、保険金を支払いません。
（＊1）�保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（＊2）��保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいま

す。
（＊3）�運転する地における法令によるものをいいます。
（＊4）��医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第15項に定める指定薬物をいいます。
（＊5）�毒物及び劇物取締法第３条の３の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
（＊6）��群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な

事態と認められる状態をいいます。
（＊7）�使用済燃料を含みます。
（＊8）�原子核分裂生成物を含みます。
（＊9）�いわゆる「むちうち症」をいいます。
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第 4 条（保険金を支払わない場合－その 2）
　当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いま
せん。

① 被保険者が別表１に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間

ｱ.�乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ｳ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等
をしている間については、保険金を支払います。
ｲ.�乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使
用している間。ただし、下記ｳ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等
を使用している間については、保険金を支払います。
ｳ.�法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間
または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間

第 5 条（死亡保険金の支払）
⑴��当会社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその
日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額（＊1）を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

⑵��第32条（死亡保険金受取人の変更）⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、
その者が２名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。

⑶��第32条⑻の死亡保険金受取人が２名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に
支払います。

（＊1）既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。

第 6 条（後遺障害保険金の支払）
⑴��当会社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその
日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払
います。

保険金額 × 別表２に掲げる各等級の後遺障害に対する
保険金支払割合 ＝ 後遺障害保険金の額

⑵��⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にあ
る場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害
の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。

⑶��別表２の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものに
ついては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。

⑷��同一事故により、２種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に下表の保険金支払割合を乗じた額を後
遺障害保険金として支払います。
① 別表２の第１級から第５級までに掲げる後遺障害が２種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の３級上位の

等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表２の第１級から第８級までに掲げる後遺障害が２種以上あるときは、重い後遺障害に該当する

等級の２級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表２の第１級から第13級までに掲げる後遺障害が２種以上あるときは、重い後遺障害に

該当する等級の１級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合
計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。

④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸��既に後遺障害のある被保険者が第２条の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合
は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表２に掲げる加重後の後遺障害に該当する

等級に対する保険金支払割合 － 既にあった後遺障害に該当する
等級に対する保険金支払割合 ＝ 適用する割合

⑹��⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度
とします。

第 7 条（入院保険金および手術保険金の支払）
⑴��当会社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期
間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。

入院保険金日額 × 入院した日数（＊1） ＝ 入院保険金の額
⑵��⑴の期間には、臓器の移植に関する法律第６条（臓器の摘出）の規定によって、同条第４項で定める医師により「脳死
した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療
給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置（＊2）であるときには、その処置日数を含み
ます。

⑶��被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、
当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。

⑷��当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第２条の傷害の治
療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。
ただし、１事故に基づく傷害について、１回の手術に限ります（＊3）。
①　入院中（＊4）に受けた手術の場合

入院保険金日額 × 10 ＝ 手術保険金の額
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②　①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 ＝ 手術保険金の額

（＊1）�180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて�180日を経過した�
後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。

（＊2）�医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなさ�
れる処置を含みます。

（＊3）�１事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、�①の算式によります。
（＊4）第２条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。

第 8 条（通院保険金の支払）
⑴��当会社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日
数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。

通院保険金日額 × 通院した日数（＊1） ＝ 通院保険金の額
⑵��被保険者が通院しない場合においても、別表３に掲げる部位の骨折、脱臼、靱帯損傷等によりギプス等（＊2）を常時装着
したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。ただし、診断書に別表３に掲げる部位の骨折、脱臼、
靱帯損傷等によりギプス等（＊2）の装着をした旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(*2)の
装着に関する記載がなされている場合に限ります。

⑶��当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、第７条（入院保険金および手術保険金の支払）の入院保険金が支払われる
べき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。

⑷��被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、
当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。

（＊1）�90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後
の通院に対しては、通院保険金を支払いません。

（＊2）�ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース（＊3）お
よび三内式シーネをいいます。

（＊3）�下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限り
ます。

第 9 条（死亡の推定）
　被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または
船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、
その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害に
よって死亡したものと推定します。

第10条（他の身体の障害または疾病の影響）
⑴��被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、
または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重
大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

⑵��正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかっ
たことにより第２条の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。

第 3 章　基本条項

第11条（保険責任の始期および終期）
⑴�当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後４時（＊1）に始まり、末日の午後４時に終わります。
⑵�⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶�保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。

（＊1）保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

第12条（告知義務）
⑴��保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければな
りません。
⑵��当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実
を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契
約を解除することができます。
⑶��⑵の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合（＊1）
③ 保険契約者または被保険者が、第２条（保険金を支払う場合）の事故によって傷害を被る前に、告知事項について、

書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合に
おいて、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締
結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。

④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過した場合または保険契約締結時から５
年を経過した場合

⑷��⑵の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条（保険契約解除の効力）の規定にかかわ
らず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を
請求することができます。
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⑸��⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。

（＊1）�当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともし�
くは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。

第13条（職業または職務の変更に関する通知義務）
⑴��保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞
なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。

⑵��職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業を
やめた場合も⑴と同様とします。

⑶��保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合に
おいて、変更後料率（＊1）が変更前料率（＊2）よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実（＊3）があった後に
生じた事故による傷害に対しては、変更前料率（＊2）の変更後料率（＊1）に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑷��⑶の規定は、当会社が、⑶の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削
減して支払うことについて被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで１か月を経過した場合また
は職業または職務の変更の事実（＊3）があった時から５年を経過した場合には適用しません。

⑸��⑶の規定は、職業または職務の変更の事実（＊3）に基づかずに発生した傷害については適用しません。
⑹��⑶の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実（＊3）が生じ、この保険契約の引受範囲（＊4）を超えることとなった
場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺��⑹の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条（保険契約解除の効力）の規定にかかわら
ず、職業または職務の変更の事実（＊3）が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当
会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求する
ことができます。

（＊1）変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
（＊2）変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
（＊3）⑴または⑵の変更の事実をいいます。
（＊4）�保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する�

書面等において定めたものをいいます。

第14条（保険契約者の住所変更）
　保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知
しなければなりません。

第15条（保険契約の無効）
　下表に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結

した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合（＊1）に、その被保険者の同

意を得なかったとき。

（＊1）被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。

第16条（保険契約の失効）
　保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。�

第17条（保険契約の取消し）
　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合に
は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

第18条（保険契約者による保険契約の解除）
　保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

第19条（重大事由による解除）
⑴��当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを

目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行お

うとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。

ｱ.反社会的勢力（＊1）に該当すると認められること。
ｲ.反社会的勢力（＊1）に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ｳ.反社会的勢力（＊1）を不当に利用していると認められること。
ｴ.�法人である場合において、反社会的勢力（＊1）がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与
していると認められること。
ｵ.その他反社会的勢力（＊1）と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく
過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
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⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由が
ある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じ
させたこと。

⑵��当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契
約（＊2）を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の表の③ｱ.からｳ.までまたはｵ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の表の③ｱ.からｵ.までのいずれかに該当するこ

と。
⑶��⑴または⑵の規定による解除が傷害（＊3）の発生した後になされた場合であっても、第21条（保険契約解除の効力）の
規定にかかわらず、⑴の表の①から⑤までの事由または⑵の表の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時ま
でに発生した傷害（＊3）に対しては、当会社は、保険金（＊4）を支払いません。この場合において、既に保険金（＊4）を支払っ
ていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

（＊1）暴力団、暴力団員（＊5）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
（＊2）その被保険者に係る部分に限ります。
（＊3）⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
（＊4）�⑵の表の②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の表の③ｱ.からｵ.までのいず�

れかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
（＊5）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。

第20条（被保険者による保険契約の解除請求）
⑴��被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者
に対しこの保険契約（＊1）を解除することを求めることができます。
① この保険契約（＊1）の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第19条（重大事由による解除）⑴の表の①または②に該当する行為の

いずれかがあった場合��
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第19条⑴の表の③ｱ.からｵ.までのいずれかに該当する場合
④ 第19条⑴の表の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれ

らの者に対する信頼を損ない、この保険契約（＊1）の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約（＊1）の被保険者となることにつ

いて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵��保険契約者は、⑴の表の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、
当会社に対する通知をもって、この保険契約（＊1）を解除しなければなりません。
⑶��⑴の表の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約（＊1）を解除することが
できます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
⑷��⑶の規定によりこの保険契約（＊1）が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面によ
り通知するものとします。

（＊1）その被保険者に係る部分に限ります。

第21条（保険契約解除の効力）
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第22条（保険料の返還または請求－告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合）
⑴��第12条（告知義務）⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当
会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

⑵��職業または職務の変更の事実（＊1）がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料
率（＊2）と変更後料率（＊3）との差に基づき、職業または職務の変更の事実（＊1）が生じた時以降の期間（＊4）に対し日割を
もって計算した保険料を返還または請求します。

⑶��当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合（＊5）は、保険契約者に対する書面によ
る通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷��⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保
険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができ
ます。
⑸��⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職
業または職務の変更の事実（＊1）があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率（＊2）の変更後料率（＊3）に
対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑹��⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請
求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変
更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺��⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、
当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとし
て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。

（＊1）第13条（職業または職務の変更に関する通知義務）⑴または⑵の変更の事実をいいます。
（＊2）変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
（＊3）変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
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（＊4）保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
（＊5）�当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限

ります。
第23条（保険料の返還－無効または失効の場合）
⑴��保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条（保険契約の無効）の表の①の規
定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。

⑵��保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第
５条（死亡保険金の支払）⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。

第24条（保険料の返還－取消しの場合）
　第 17 条（保険契約の取消し）の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しま
せん。

第25条（保険料の返還－解除の場合）
⑴��下表の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料
を返還します。
① 第12条（告知義務）⑵
② 第13条（職業または職務の変更に関する通知義務）⑹
③ 第19条（重大事由による解除）⑴
④ 第22条（保険料の返還または請求－告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合）⑶
⑵��第 18 条（保険契約者による保険契約の解除）の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保
険料から既経過期間に対し別表４に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶��第19条⑵の規定により、当会社がこの保険契約（＊1）を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって
計算した保険料を返還します。
⑷��第20条（被保険者による保険契約の解除請求）⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約（＊1）を解除した場合には、
当会社は、保険料から既経過期間に対し別表４に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還
します。
⑸��第20条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約（＊1）を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し
別表４に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

（＊1）その被保険者に係る部分に限ります。

第26条（事故の通知）
⑴��被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき
者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通
知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断
書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

⑵��被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を
受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方
不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。

⑶��保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、また
はその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社
は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第27条（保険金の請求）
⑴�当会社に対する保険金請求権は、下表の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時��
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過

した時のいずれか早い時��
③ 入院保険金については、被保険者が被った第２条（保険金を支払う場合）の傷害の治療を目的とした入院が終了した

時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時��
④ 手術保険金については、被保険者が第２条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時��
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第２条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払わ

れる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵��被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表５に掲げる書類のうち当会社が求める
ものを提出しなければなりません。

⑶��被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないとき
は、下表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその事実を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、
被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊1）
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居ま

たは生計を共にする３親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、

①以外の配偶者（＊1）または�②以外の３親等内の親族
⑷��⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請
求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。

⑸��当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵
に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、
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当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹��保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もし
くは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、そ
れによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

（＊1）第１条（用語の定義）の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。

第28条（保険金の支払時期）
⑴��当会社は、請求完了日（＊1）からその日を含めて�30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を
終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保

険者に該当する事実��
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約におい

て定める事由に該当する事実の有無��
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容��
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事

由に該当する事実の有無
⑵�　⑴の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請
求完了日（＊1）からその日を含めて下表に掲げる日数（＊2）を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、
当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知す
るものとします。
① ⑴の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果

の照会（＊3）180日
② ⑴の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の

照会　90日
③ ⑴の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定

に係る専門機関による審査等の結果の照会　120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴の表の�①から④までの事項の確認のための調査　60日
⑤ ⑴の表の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調

査　180日
⑶�　⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なく
その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（＊4）には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の
期間に算入しないものとします。
⑷�　⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ
合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

（＊1）�被保険者または保険金を受け取るべき者が第27条（保険金の請求）⑵および⑶の規定による手続を完了した日をい
います。

（＊2）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
（＊3）弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
（＊4）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

第29条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）
⑴��当会社は、第26条（事故の通知）の規定による通知または第27条（保険金の請求）の規定による請求を受けた場合は、
傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき
者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵�⑴の規定による診断または死体の検案（＊1）のために必要とした費用（＊2）は、当会社が負担します。

（＊1）死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
（＊2）収入の喪失を含みません。

第30条（時効）
　保険金請求権は、第 27 条（保険金の請求）⑴に規定する時の翌日から起算して３年を経過した場合は、時効によって
消滅します。

第31条（代位）
　当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有す
る損害賠償請求権は、当会社に移転しません。

第32条（死亡保険金受取人の変更）
⑴��保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人
とします。
⑵��保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶��⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりませ
ん。
⑷��⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にそ
の効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を
支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸��保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
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⑹��⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実
を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当
会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支
払いません。
⑺��⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がな
ければその効力は生じません。
⑻��死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
（＊1）を死亡保険金受取人とします。
⑼�　保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはでき
ません。

（＊1）法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。

第33条（保険契約者の変更）
⑴��保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する
権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵��⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその事実を当会社に申し出て、承認を請求しなければ
なりません。
⑶��保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適
用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。

第34条（保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い）
⑴��この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が２名以上である場合は、当会社は、代表者１名を定める
ことを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとし
ます。
⑵��⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の１名
に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶��保険契約者が２名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に
関する義務を負うものとします。

第35条（契約内容の登録）
⑴�当会社は、この保険契約締結の際（＊1）、下表の事項を協会（＊2）に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵��各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定に
より登録された契約内容を協会（＊2）に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参
考にすることができるものとします。

⑶��各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断す
る際の参考にすること以外に用いないものとします。

⑷��協会（＊2）および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険
者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関
からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。

⑸��保険契約者または被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協
会（＊2）に照会することができます。

（＊1）この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の場合とします。
（＊2）一般社団法人日本損害保険協会をいいます。

第36条（被保険者が複数の場合の約款の適用）
被保険者が２名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。

第37条（訴訟の提起）
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

第38条（準拠法）
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

別表１　第 4 条（保険金を支払わない場合－その 2）の表の①の運動等

　山岳登はん（＊1）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊2）操縦（＊3）、スカイダイビング、ハンググライ�
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ダー搭乗、超軽量動力機（＊4）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

（＊1）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
（＊2）グライダーおよび飛行船を除きます。
（＊3）職務として操縦する場合を除きます。
（＊4）�モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機（＊5）を

除きます。
（＊5）パラプレーン等をいいます。

別表 2　後遺障害等級表

等級 後遺障害 保険金
支払割合

第１級 （１）　両眼が失明したもの
（２）　咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
（３）　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの
（４）　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの
（５）　両上肢をひじ関節以上で失ったもの
（６）　両上肢の用を全廃したもの
（７）　両下肢をひざ関節以上で失ったもの
（８）　両下肢の用を全廃したもの

100％

第２級 （１）�　１眼が失明し、他眼の矯正視力（視力の測定は万国式試視力表によるものとしま
す。以下同様とします。）が 0.02 以下になったもの

（２）　両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの
（３）　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの
（４）　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの
（５）　両上肢を手関節以上で失ったもの
（６）　両下肢を足関節以上で失ったもの

89％

第３級 （１）　１眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
（２）　咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
（３）�　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができな

いもの
（４）　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
（５）�　両手の手指の全部を失ったもの（手指を失ったものとは、母指は指節間関節、そ

の他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。）

78％

第４級 （１）　両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
（２）　咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
（３）　両耳の聴力を全く失ったもの
（４）　１上肢をひじ関節以上で失ったもの
（５）　１下肢をひざ関節以上で失ったもの
（６）�　両手の手指の全部の用を廃したもの（手指の用を廃したものとは、手指の末節骨

の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節（母指にあっては
指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。）

（７）　両足をリスフラン関節以上で失ったもの

69％

第５級 （１）　１眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの
（２）�　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服

することができないもの
（３）�　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服すること

ができないもの
（４）�　１上肢を手関節以上で失ったもの
（５）　１下肢を足関節以上で失ったもの
（６）　１上肢の用を全廃したもの
（７）　１下肢の用を全廃したもの
（８）�　両足の足指の全部を失ったもの（足指を失ったものとは、その全部を失ったもの

をいいます。以下同様とします。）

59％

第６級 （１）�　両眼の矯正視力が�0.1 以下になったもの
（２）　咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
（３）　両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
（４）�　１耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解する

ことができない程度になったもの
（５）　脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
（６）　１上肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
（７）　１下肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
（８）　１手の５の手指または母指を含み４の手指を失ったもの

50％

第７級 （１）　１眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの
（２）�　両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度に

なったもの
（３）�　１耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が１ｍ以上の距離では普通の話声を解するこ

とができない程度になったもの

42％
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（４）�　神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが
できないもの

（５）�　胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない
もの

（６）�　１手の母指を含み３の手指または母指以外の４の手指を失ったもの
（７）�　１手の５の手指または母指を含み４の手指の用を廃したもの
（８）�　１足をリスフラン関節以上で失ったもの
（９）�　１上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
（10）�　１下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
（11）�　両足の足指の全部の用を廃したもの（足指の用を廃したものとは、第１の足指は

末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指
節関節もしくは近位指節間関節（第１の足指にあっては指節間関節）に著しい運動
障害を残すものをいいます。以下同様とします。）

（12）　外貌に著しい醜状を残すもの
（13）　両側の睾丸を失ったもの

第８級 （１）�　１眼が失明し、または１眼の矯正視力が�0.02 以下になったもの
（２）�　脊柱に運動障害を残すもの
（３）�　１手の母指を含み２の手指または母指以外の３の手指を失ったもの
（４）�　１手の母指を含み３の手指または母指以外の４の手指の用を廃したもの
（５）�　１下肢を５cm以上短縮したもの
（６）�　１上肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
（７）�　１下肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
（８）�　１上肢に偽関節を残すもの
（９）　１下肢に偽関節を残すもの
（10）�　１足の足指の全部を失ったもの

34％

第９級 （１）�　両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの
（２）�　１眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
（３）�　両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
（４）�　両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
（５）�　鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
（６）�　咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
（７）�　両耳の聴力が１ｍ以上の距離では普通の話声を解することができない程度になっ

たもの
（８）�　１耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳

の聴力が１ｍ以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった
もの

（９）�　１耳の聴力を全く失ったもの
（10）�　神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度

に制限されるもの
（11）�　胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限さ

れるもの
（12）�　１手の母指または母指以外の２の手指を失ったもの
（13）�　１手の母指を含み２の手指または母指以外の３の手指の用を廃したもの
（14）�　１足の第１の足指を含み２以上の足指を失ったもの
（15）�　１足の足指の全部の用を廃したもの
（16）�　外貌に相当程度の醜状を残すもの
（17）�　生殖器に著しい障害を残すもの

26％

第10級 （１）�　１眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの
（２）�　正面視で複視を残すもの
（３）�　咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
（４）�　14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
（５）�　両耳の聴力が１ｍ以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に

なったもの
（６）�　１耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
（７）�　１手の母指または母指以外の２の手指の用を廃したもの
（８）�　１下肢を３cm以上短縮したもの
（９）�　１足の第１の足指または他の４の足指を失ったもの
（10）　１上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの
（11）　１下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの

20％

第11級 （１）�　両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
（２）�　両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
（３）�　１眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
（４）�　10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
（５）�　両耳の聴力が１ｍ以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
（６）�　１耳の聴力が�40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度に

なったもの
（７）�　脊柱に変形を残すもの
（８）�　１手の示指、中指または環指を失ったもの
（９）�　１足の第１の足指を含み２以上の足指の用を廃したもの
（10)　胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

15％�
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第12級 （１）�　１眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
（２）�　１眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
（３）�　７歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
（４）�　１耳の耳殻の大部分を欠損したもの
（５）�　鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
（６）�　１上肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの
（７）�　１下肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの
（８）�　長管骨に変形を残すもの
（９）�　１手の小指を失ったもの
（10）�　１手の示指、中指または環指の用を廃したもの
（11）�　１足の第２の足指を失ったもの、第２の足指を含み２の足指を失ったものまたは

第３の足指以下の３の足指を失ったもの
（12）�　１足の第１の足指または他の４の足指の用を廃したもの
（13）�　局部に頑固な神経症状を残すもの
（14）�　外貌に醜状を残すもの

10％

第13級 （１）�　１眼の矯正視力が 0.6�以下になったもの
（２）�　１眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
（３）�　正面視以外で複視を残すもの
（４）�　両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
（５）�　５歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
（６）�　胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
（７）�　１手の小指の用を廃したもの
（８）�　１手の母指の指骨の一部を失ったもの
（９）�　１下肢を１cm�以上短縮したもの
（10）�　１足の第３の足指以下の１または２の足指を失ったもの
（11）�　１足の第２の足指の用を廃したもの、第２の足指を含み２の足指の用を廃したも

のまたは第３の足指以下の３の足指の用を廃したもの

７％

第14級 （１）�　１眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
（２）�　３歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
（３）�　１耳の聴力が１ｍ以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
（４）�　上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
（５）�　下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
（６）�　１手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
（７）�　１手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
（８）�　１足の第３の足指以下の１または２の足指の用を廃したもの
（９)　局部に神経症状を残すもの

４％

別表３　骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位

１．長管骨（＊1）または脊柱
２．長管骨（＊1）に接続する上肢または下肢の三大関節部分（＊2）
３．肋骨または胸骨（＊3）
４．顎骨または顎関節（＊4）
（＊1）�長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
（＊2）三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。
（＊3）�体幹部を固定した場合に限ります。
（＊4）�三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。

（別表 4 省略）

注１ 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注２ 関節等の説明図

 
 
 
 
  手関節 

 股関節 

 ひざ関節 

 足関節 

 肩関節 

 ひじ関節 

脊 柱

手 

足 

母 指

指節間関節

遠位指節間関節

第１の足指
遠位指節間関節

胸 骨 

鎖 骨 
肩甲骨 
肋 骨 

骨盤骨 

長管骨 

末節骨

示 指
中 指
環 指
小 指

近位指節間関節
中手指節関節

末節骨

中手指節関節

第２の足指
第３の足指

近位指節間関節

中足指節関節
指節間関節

末節骨

リスフラン関節
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別表 5　保険金請求書類

保 険 金 種 類

提 出 書 類

死

亡

後障

遺害

入

院

手

術

通

院�
１�．保険金請求書� ○ ○ ○ ○ ○
２�．保険証券 ○ ○ ○ ○ ○
３�．当会社の定める傷害状況報告書 ○ ○ ○ ○ ○
４�．公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証
明書 ○ ○ ○ ○ ○

５�．死亡診断書または死体検案書 ○
６�．後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明
する被保険者以外の医師の診断書 ○ ○ ○ ○

７�．入院日数または通院日数を記載した病院または診療所
の証明書類 ○ ○��

８�．死亡保険金受取人（死亡保険金受取人を定めなかった
場合は、被保険者の法定相続人）の印鑑証明書 ○

９�．被保険者の印鑑証明書 ○ ○ ○ ○
10�．被保険者の戸籍謄本 ○
11�．法定相続人の戸籍謄本（死亡保険金受取人を定めな
かった場合） ○

12�．委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
（保険金の請求を第三者に委任する場合）� ○ ○ ○ ○ ○

13�．その他当会社が第28条（保険金の支払時期）⑴に定める
必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類
または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する
書面等において定めたもの

○ ○ ○ ○ ○

注　保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

2 ．スポーツ安全協会傷害保険特約【全加入区分共通】
第 1 条（保険金を支払う場合）
（1）�　当会社は、被保険者が日本国内において自己の所属する社会教育関係団体の管理下において、団体活動（＊1）
を行っている間に普通約款（＊2）第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被った場合は、この特約および普通約
款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、学校または保育所の管理下において被った傷害に対しては保険金
を支払いません。

（2）�　（1）の社会教育関係団体の管理下における団体活動には、被保険者が団体活動を行うための所定の場所と自宅と
の通常の経路の往復中を含みます。
（＊1）�日時、場所および内容等を定めた団体の活動計画に基づいて、第3条（用語の定義）の表の②から⑤までに

それぞれ規定する団体として行う活動（＊3）をいいます。以下この特約において同様とします。
（＊2）�傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
（＊3）�スポーツ安全保険特約書記載の場合を除き、当該団体の被保険者が単独で行う活動（＊4）は含みません。
（＊4）�単独で行う活動とは、当該団体の他の被保険者がいない活動をいいます。

第 2 条（後遺障害保険金の追加支払）
　当会社は、後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第�1 条（保険金を支払う場合）
の傷害を被った日からその日を含めて�180 日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が
支払った後遺障害保険金の額の 50％に相当する額を追加して被保険者に支払います。

第 3 条（用語の定義）
　この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　義
① 社会教育関係団体 社会教育法にいう社会教育活動を行う団体をいいます。
② A種の活動 以下のいずれかの活動をいいます。

ｱ.　中学生以下の者（＊1）が行う文化活動またはスポーツ活動
ｲ.　高校生以上の者（＊2）が行う文化活動
ｳ.　�団体構成員の知識および基礎技術の習得を目的とし、以下の条件をすべて満たす講義
または講習型のスポーツ教室におけるスポーツ活動（＊3）

（ｱ）実施する教室ごとに、募集要綱に基づいて参加者を募集していること。
（ｲ）活動場所に指導者がおり、参加者を指導または監督していること。
（ｳ）予め活動場所、日時および参加者が定められており、活動期間が�3か月以内であること。

③ B種の活動 65歳以上の者が行う親睦、交流または健康保持を目的とした老人クラブ等におけるスポーツ
活動（＊3）をいいます。
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④ C種の活動 以下のいずれかの活動をいいます。
ｱ.　高校生以上の者（＊2）が行うスポーツ活動（＊3）
ｲ.　�高校生以上の者（＊2）が行う中学生以下の者または特別支援学校高等部の生徒に対す
る実技指導、理論指導またはその補助となるスポーツ活動（＊3）

⑤ D種の活動 山岳登はん（＊4）、アメリカンフットボール、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空
機（＊5）操縦（＊6）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊7）搭乗、
ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険度の高いスポーツ活動（＊8）をいいます。

⑥ 社会教育関係団体
の管理下

社会教育関係団体の指導監督者の指揮、監督および指導下をいいます。

⑦ 社会教育関係団体
の指導監督者

社会教育関係団体の会長、部長、監督、キャプテン等で、その団体の指揮、監督および指導
を行っている者をいいます。

⑧ 学校または保育所
の管理下

学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高
等専門学校、特別支援学校または児童福祉法に基づく保育所における次の場合をいいます。
ｱ.　�学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業または保育所の保育を
受けている場合

ｲ.　�学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
ｳ.　�休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示または承認に基づいて学校にある場
合

ｴ.　通常の経路および方法により通学する場合（＊9）
ｵ.　学校が管理する寄宿舎にある場合

⑨ スポーツ活動 「運動競技」、「身体運動」または「野外活動」であって、心身の健全な発達を図るためのも
のをいいます。

⑩ 文化活動 スポーツ活動以外の社会教育活動をいいます。
⑪ 自宅 被保険者の居住の用に供する建物（＊10）をいいます。

ただし、アパート、マンション等の共同住宅においてはドアより内側の専用居住区画（＊11）
をいい、学生寮、寄宿舎等の共同宿舎においては建物（＊12）をいいます。

（＊1）� 特別支援学校高等部の生徒を含みます。
（＊2）� 特別支援学校高等部の生徒を除きます。
（＊3）� 文化活動を行っている場合も含みます。
（＊4）� ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
（＊5）� グライダーおよび飛行船を除きます。
（＊6）� 職務として操縦する場合を除きます。
（＊7）� �モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機

（＊13）を除きます。
（＊8）� 文化活動および危険度の高いスポーツ活動以外のスポーツ活動を行っている場合も含みます。
（＊9）� �住居と学校外において前記ｱ.の授業もしくは前記ｲ.の課外指導が行われる場所またはその場所以外において集

合もしくは解散する場所との間を合理的な経路および方法により往復する場合を含みます。
（＊10）敷地を含みます。
（＊11）専用使用権のある共用部分を含みます。
（＊12）敷地を含みません。
（＊13）パラプレーン等をいいます。

第 4 条（A 種、B 種、C 種および D 種の団体の活動内容の関係）
　当会社は、第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、第３条（用語の定義）の表の②、③または④に
規定する活動を行う被保険者が、同条の表の⑤に規定する危険度の高いスポーツ活動を行っている間に被った傷害に
ついては、保険金を支払いません。

第 5 条（保険責任の始期および終期）
　当会社の保険責任は、普通約款第11条（保険責任の始期および終期）（1）の規定にかかわらず、保険証券記載の
保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。

第 6 条（被保険者の異動）
（1）�　保険期間の中途において被保険者を増員または減員する場合には、保険契約者は、書面により増員者または減員
者の氏名、年齢（＊1）、性別を当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。

（2）�　当会社は、（1）の増員者に対しては、保険期間1年間に対する保険料を請求し、また（1）の減員者に対しては、
既に払い込まれた保険料は返還しません。

（3）�　当会社は、（2）の保険料を領収するまでの間に生じた事故による増員者の傷害については、保険金を支払いません。
（4）�　普通約款第23条（保険料の返還－無効または失効の場合）（2）および第25条（保険料の返還－解除の場合）の
規定にかかわらず、この保険契約が失効した場合または解除された場合であっても、当会社は、既に払い込まれた
保険料は返還しません。
（＊1）年齢または生年月日等の年齢に相当する事項をいいます。

第 7 条（保険金の請求）
（1）�　第２条（後遺障害保険金の追加支払）における当会社に対する保険金請求権は、同条の傷害を被った日からその
日を含めて180日を経過した時から発生し、これを行使できるものとします。

（2）�　被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第27条（保険金の請求）（2）
に規定する書類のほか、社会教育関係団体の指導監督者が発行する事故証明書を提出しなければなりません。

08_Ⅵ．保険約款・特約条項・特約書.indd   74 2020/01/09   18:03:28



－74－ －75－

第 8 条（普通約款の適用除外）
　普通約款の下表の規定は適用しません。
① 第4条（保険金を支払わない場合－その2）�
② 第13条（職業または職務の変更に関する通知義務）��
③ 第22条（保険料の返還または請求－告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合）（2）および（5）

第 9 条（普通約款の読み替え）
　この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。

箇　所 読み替え前 読み替え後
第30条（時効） 第27条（保険金の請求）（1） 第27条（保険金の請求）（1）およびこ

の特約第７条（保険金の請求）（1）

第 10 条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。

3．熱中症危険担保特約【（AW区分の一部を除き）全加入区分共通 ※AW区分の「団体活動中および　その往復中以外の事故」は対象外　　】
（1）�　当会社は、普通約款（＊1）第2条（保険金を支払う場合）（1）の規定にかかわらず、この特約により、保険期
間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合には、普通約款に規
定する死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金を支払います。

（2）�　この特約が付帯された保険契約において、普通約款における傷害には日射または熱射による身体の障害を含むも
のとします。
（＊1）傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。

4．細菌性食中毒等担保特約【（AW区分の一部を除き）全加入区分共通 ※AW区分の「団体活動中および
　その往復中以外の事故」は対象外　】

第 1 条（普通約款の読み替え）
　当会社は、普通約款（＊1）第２条（保険金を支払う場合）（2）の規定を次のとおり読み替えて適用します。

「�（2）（1）の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激
に生じる中毒症状（＊2）を含みます。� 」
（＊1）傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。

第 2 条（保険金を支払わない場合）
　当会社は、この保険契約に特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約または特定感
染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約が付帯されている場合には、そ
の特約の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、保険金を支払いません。

第 3 条（普通約款との関係）
　この特約に規定していない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。

5．スポーツ安全協会傷害保険特約（学校管理下外担保）【AW区分限定】

第１章　傷害担保条項
第 1 条（保険金を支払う場合）
　当会社は、被保険者が日本国内において、普通約款（＊1）第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被った場合は、
この担保条項、第３章基本条項および普通約款の規定に従い保険金を支払います。ただし、学校または保育所の管理下
において被った傷害に対しては保険金を支払いません。
（＊1）傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。

第 2 条（保険金を支払わない場合）
　当会社は、第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、下表に規定する危険度の高いスポーツ活動を行って
いる間に被った傷害については、保険金を支払いません。
＜危険度の高いスポーツ活動＞
山岳登はん（＊1）、アメリカンフットボール、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊2）操縦（＊3）、スカ
イダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊4）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険度
の高いスポーツ活動をいいます。
（＊1）�ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
（＊2）�グライダーおよび飛行船を除きます。
（＊3）�職務として操縦する場合を除きます。
（＊4）�モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機（＊5）

を除きます。
（＊5）�パラプレーン等をいいます。

第 3 条（後遺障害保険金の追加支払）
　当会社は、後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第１条（保険金を支払う場合）の
傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払っ
た後遺障害保険金に50％を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
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第 4 条（保険金の請求）
　第３条（後遺障害保険金の追加支払）における当会社に対する保険金請求権は、同条の傷害を被った日からその日を含
めて180日を経過した時から発生し、これを行使できるものとします。

第2章　賠償責任担保条項

第 1 条（保険金を支払う場合）
（1）�　当会社は、被保険者または被保険者の親権者もしくはその他の法定の監督義務者（＊1）が、下表に掲げる偶然な事故�
（＊2）のいずれかにより、他人の身体の障害（＊3）または他人の財物の損壊（＊4）について、法律上の損害賠償責任
を負担することによって被った損害に対して、この担保条項、第３章基本条項および普通約款の規定に従い、保険金を支
払います。ただし、学校または保育所の管理下における事故による損害に対しては保険金を支払いません。

① 住宅（＊5）の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活（＊6）に起因する偶然な事故
（2）�　（1）の被保険者と被保険者の親権者もしくはその他の法定の監督義務者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時
におけるものをいいます。

（＊1）�責任無能力者を含みません。以下この特約において「被保険者等」といいます。
（＊2）�以下この担保条項において「事故」といいます。
（＊3）�傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この担保条項において同様とします。
（＊4）�財物の滅失、損傷または汚損をいいます。
（＊5）�被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。またこの住宅

の敷地内（＊7）の動産および不動産を含みます。以下この担保条項において同様とします。
（＊6）�住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
（＊7）�囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の者によって占有されているもの

をいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなし
ます。

第 2 条（保険金を支払わない場合）
（1）　当会社は、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者（＊1）または被保険者等の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（＊2）
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質（＊3）もしくは核燃料物質（＊3）によって汚染された物（＊4）の放射性、爆発性その他の有害な特性ま

たはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 下表に規定する危険度の高いスポーツ活動中の事故

＜危険度の高いスポーツ活動＞
山岳登はん（＊5）、アメリカンフットボール、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊6）操縦（＊7）、
スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊8）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類
する危険度の高いスポーツ活動をいいます。

（2）�　当会社は、被保険者が下表に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を
支払いません。

① 被保険者等の職務遂行に直接起因する損害賠償責任��
② 専ら被保険者等の職務の用に供される動産または不動産（＊9）の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者等と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者等の使用人が被保険者等の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、

被保険者等が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
⑤ 被保険者等と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者等が所有、使用または管理する財物の損壊（＊10）について、その財物について正当な権利を有する者に対

して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者等の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者等または被保険者等の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶（＊11）、車両（＊11）または銃器（＊12）の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

（＊1）� �保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（＊2）� �群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重

大な事態と認められる状態をいいます。
（＊3）� �使用済燃料を含みます。
（＊4）� �原子核分裂生成物を含みます。
（＊5）� �ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
（＊6）� �グライダーおよび飛行船を除きます。
（＊7）� �職務として操縦する場合を除きます。
（＊8）� �モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機（＊13）

を除きます。
（＊9）� �住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
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（＊10）財物の滅失、損傷または汚損をいいます。
（＊11）原動力が専ら人力であるものを除きます。
（＊12）空気銃を除きます。
（＊13）パラプレーン等をいいます。

第 3 条（支払保険金の範囲）
　当会社が被保険者等に支払う保険金の範囲は、下表に掲げるものに限ります。
① 被保険者等が被害者に支払うべき損害賠償金��
② 第１条（保険金を支払う場合）の事故が発生した場合において、被保険者等が第７条（事故が発生した場合の被保

険者の義務）（1）の表の②に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要とした費用のうち社会通念上必要ま
たは有益であったと認められる費用および同条（1）の表の③の手続のために必要な費用

③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者等に損
害賠償責任がないと判明した場合、被保険者等が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に必要とし
た費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用

④ 損害賠償責任の解決について、被保険者等が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲
裁、和解もしくは調停に必要とした費用

⑤ 損害賠償責任の解決について、被保険者等が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に必要とした費用
⑥ 第５条（当会社による解決）に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者等が直接必要と

した費用

第 4 条（保険金の支払額）
　当会社が１回の事故について支払うべき保険金の額は、下表の金額の合計額とします。
① 第３条（支払保険金の範囲）の表の①の損害賠償金が保険証券記載の免責金額（＊1）を超過する場合には、その超

過した額。ただし、保険金額（＊2）を支払の限度とします。
② 第３条の表の②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条の表の④および⑤の費用は、同条の表の①の損

害賠償金の額が保険金額（＊2）を超える場合は、保険金額（＊2）の同条の表の①の損害賠償金に対する割合によっ
てこれを支払います。

（＊1）支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
（＊2）保険証券記載のこの担保条項の保険金額をいいます。

第 5 条（当会社による解決）
　当会社は、必要と認めた場合は、被保険者等に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることが
できます。この場合において、被保険者等は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

第 6 条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）
（1）�　他の保険契約等（＊1）がある場合において、支払責任額（＊2）の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、下
表に掲げる額を保険金として支払います。

① 他の保険契約等（＊1）から保険金または共済
金が支払われていない場合

この保険契約の支払責任額（＊2）

② 他の保険契約等（＊1）から保険金または共済
金が支払われた場合

損害の額から、他の保険契約等（＊1）から支払われた保険金また
は共済金の合計額を差し引いた残額。ただし､ この保険契約の支払責任
額（＊2）を限度とします。

（2）�　（1）の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額（＊3）の適用がある場合には、そのうち最も低い
免責金額（＊3）を差し引いた額とします。

（＊1）�第１条（保険金を支払う場合）の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約を
いいます。

（＊2）他の保険契約等（＊1）がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
（＊3）支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。

第 7 条（事故が発生した場合の被保険者の義務）
（1）�　保険契約者または被保険者等は、第１条（保険金を支払う場合）の事故が発生したことを知った場合は、下表に掲げる
事項を履行しなければなりません。

① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある
場合はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて�30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、
その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これ
に応じなければなりません。

② 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
③ 被保険者等が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行

うこと。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、第１

条の事故が発生した場合に、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。

⑤ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、ただちに書面により当会社に通知するこ��
と。
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⑥ 他の保険契約等（＊1）の有無および内容（＊2）について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出

し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
（2）�　保険契約者または被保険者等が正当な理由がなく（1）の表の①から⑦までに規定する義務に違反した場合は、当会社
は、下表の金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。

① （1）の表の①、⑤、⑥または�⑦に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② （1）の表の②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ （1）の表の③に違反した場合は、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額
④ （1）の表の④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額

（＊1）第１条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
（＊2）既に他の保険契約等（＊1）から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。

第 8 条（保険金の請求）
（1）�　この担保条項における当会社に対する保険金請求権は、被保険者等が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の
額について、被保険者等と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成
立した時から発生し、これを行使することができるものとします。

（2）�　被保険者等が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求める
ものを提出しなければなりません。

① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が第９条（保険金の支払時期）（1）に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類ま

たは証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
（3）�　当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者等に対して、（2）に掲げるもの以外の書類
もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類また
は証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

（4）�　保険契約者または被保険者等が、正当な理由がなく（3）の規定に違反した場合または（2）もしくは（3）の書類に事
実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会
社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第 9 条（保険金の支払時期）
（1）�　当会社は、請求完了日（＊1）からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確
認を終え、保険金を支払います。

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無
および被保険者等に該当する事実

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約におい
て定める事由に該当する事実の有無

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治
療の経過および内容

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事
由に該当する事実の有無

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等（＊2）の有無および内容、損害について被保険者等が有する損害賠償請求権
その他債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必
要な事項

（2）�　（1）の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、（1）の規定にかかわらず、当会社は、
請求完了日（＊1）からその日を含めて下表に掲げる日数（＊3）を経過する日までに、保険金を支払います。この場合
において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者等に対して通知するものとします。

① （1）の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果
の照会（＊4）　180�日

② （1）の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の
照会　90�日

③ （1）の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定
に係る専門機関による審査等の結果の照会　120�日

④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における（1）の表の①から⑤までの事項の確認のための調査　60�日
⑤ （1）の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査

180�日
（3）�　（1）および（2）に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者等が正当な理由なくその確認を妨げ、
またはこれに応じなかった場合（＊5）には、これにより確認が遅延した期間については、（1）または（2）の期間に算入
しないものとします。

（4）�　（1）または（2）の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者等と当会社があらかじめ合意した場合を除
いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
（＊1）被保険者等が第８条（保険金の請求）（2）の規定による手続を完了した日をいいます。
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（＊2）�第１条（保険金を支払う場合）の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約を
いいます。

（＊3）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
（＊4）弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
（＊5）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

第10条（代位）
（1）�　損害が生じたことにより被保険者等が損害賠償請求権その他の債権（＊1）を取得した場合において、当会社がその損害
に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。

① 当会社が損害の額の全額を保険金として支
払った場合

被保険者等が取得した債権の全額

② ①以外の場合 被保険者等が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害
の額を差し引いた額

（2）�　（1）の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも
優先して弁済されるものとします。

（3）�　保険契約者および被保険者等は、当会社が取得する（1）または（2）の債権の保全および行使ならびにそのために当会
社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。

（＊1）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。�

第11条（先取特権）
（1）�　被害者は、被保険者等の当会社に対する保険金請求権（＊1）について先取特権を有します。
（2）�　当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者等が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者等に支払う場合。ただし、被保険者等

が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者等が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者等の指図により、当会社から直接、被害者に支払

う場合
③ 被保険者等が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が（1）の先取特権を行使したことにより、当会社か

ら直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者等が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者等に保険金を支払うことを被害者が承諾

したことにより、当会社から被保険者等に支払う場合。
ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。

（3）�　保険金請求権（＊1）は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権（＊1）を質権の目的
とし、または（2）の表の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、（2）の表の①または④の規定によ
り被保険者等が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。

（＊1）第３条（支払保険金の範囲）の表の②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。

第 3 章　基本条項

第 1 条（用語の定義）
　この特約において学校または保育所の管理下とは、学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等
教育学校の前期課程、特別支援学校または児童福祉法に基づく保育所における下表の場合をいいます。
① 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業または保育所の保育を受けている場合
② 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
③ 休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示または承認に基づいて学校にある場合
④ 通常の経路および方法により通学する場合（＊1）
⑤ 学校が管理する寄宿舎にある場合

（＊1）�住居と学校外において①の授業もしくは②の課外指導が行われる場所またはその場所以外において集合もしくは
解散する場所との間を合理的な経路および方法により往復する場合を含みます。

第 2 条（保険責任の始期および終期）
　当会社の保険責任は、普通約款第11条（保険責任の始期および終期）（1）の規定にかかわらず、保険証券記載の保険
期間の初日の午前０時に始まり、末日の午後12時に終わります。

第 3 条（被保険者の異動）
（1）�　保険期間の中途において被保険者を増員または減員する場合には、保険契約者は、書面により増員者または減員者の氏
名、年齢（＊1）、性別を当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。

（2）�　当会社は、（1）の増員者に対しては、保険期間１年間に対する保険料を請求し、また（1）の減員者に対しては、既に
払い込まれた保険料は返還しません。

（3）�　当会社は、（2）の保険料を領収するまでの間に生じた事故による増員者の傷害については、保険金を支払いません。
（4）�　普通約款第23条（保険料の返還－無効または失効の場合）（2）および第25条（保険料の返還－解除の場合）の規定に
かかわらず、この保険契約が失効した場合または解除された場合であっても、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還
しません。
（＊1）年齢または生年月日等の年齢に相当する事項をいいます。
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第 4 条（普通約款の適用除外）
　この特約の次の担保条項については、普通約款の次の規定を適用しません。
①　第１章傷害担保条項

ｱ.� 第４条（保険金を支払わない場合－その２）�
ｲ.� 第13条（職業または職務の変更に関する通知義務）
ｳ.� 第22条（保険料の返還または請求－告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合）（2）および（5）
②　第２章賠償責任担保条項

ｱ.� 第３条（保険金を支払わない場合－その１）
ｲ.� 第４条（保険金を支払わない場合－その２）
ｳ.� 第13条（職業または職務の変更に関する通知義務）
ｴ.� 第22条（保険料の返還または請求－告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合）（2）および（5）�
ｵ. 第26条（事故の通知）
ｶ.� 第27条（保険金の請求）
ｷ.� 第28条（保険金の支払時期）
ｸ.� 第29条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）
ｹ.� 第31条（代位）
ｺ.� 第32条（死亡保険金受取人の変更）

第 5 条（普通約款の読み替え）
　この特約については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
①　第１章傷害担保条項

箇所 読み替え前 読み替え後
第30条（時効） 第27条（保険金の請求）（1） 第27条（保険金の請求）（1）およ

びこの特約第１章傷害担保条項第
４条（保険金の請求）

②　第２章賠償責任担保条項
箇所 読み替え前 読み替え後

ｱ． 第１条（用語の定義）の表の危険 傷害の発生の可能性 損害の発生の可能性
ｲ. 第 11 条（保険責任の始期および終期）（3）

および第 22 条（保険料の返還または請求
－告知義務・職業または職務の変更に関す
る通知義務等の場合）（7）

事故による傷害 事故による損害

ｳ. 第 12 条（告知義務）（3）の表の③ 第２条（保険金を支払う場合）の事
故によって傷害を被る前に

事故が発生する前に

ｴ. 第 12 条（4） 傷害の発生した後に 損害の発生した後に
ｵ. 第 12 条（5） 発生した傷害 発生した損害
ｶ. 第 19 条（重大事由による解除）（1）の表

の①
傷害を生じさせ 損害を生じさせ

ｷ. 第 19 条（3） 傷害（＊3） 損害
ｸ. 第 30 条（時効） 第 27 条（保険金の請求）（1） この特約第２章賠償責任担保条項

第８条（保険金の請求）（1）

第 6 条（重大事由による解除の特則）
（1）�　第２章賠償責任担保条項については、当会社は、保険契約者または被保険者等が、普通約款第 19 条（重大事由による
解除）（1）の表の③ｱ.からｵ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特
約（＊1）を解除することができます。

（2）�　（1）の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、（1）の解除の原因となる事由が生じた時から
解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、
既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

（3）　（1）の規定による解除がなされた場合には、（2）の規定は、下表の損害については適用しません。
① 普通約款第 19 条（1）の表の③ｱ.からｳ.までまたはｵ.のいずれにも該当しない被保険者等に生じた損害
② 普通約款第 19 条（1）の表の③ｱ.からｳ.までまたはｵ.のいずれかに該当する被保険者等に生じた損害賠償金の損害

（＊1）�被保険者が該当する場合には、その被保険者等に係る部分に限ります。被保険者の親権者またはその他の法定の
監督義務者が該当する場合には、その親権者またはその監督義務者に係る部分に限ります。

第 7 条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
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6．通院保険金支払限度日数変更特約

第１条（用語の定義）
　この特約において、下表の用語の意味は、次の定義によります。

用　語 定　義
通院保険金
支払限度日数

普通約款（＊1）第８条（通院保険金の支払）（1）に規定する通院保険金を支払う限度とする日数
をいいます。

（＊1）傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条（通院保険金支払限度日数の変更）
　当会社は、この特約により、普通約款第８条（通院保険金の支払）（1）の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日
数は�30�日とします。

第 3 条（普通約款の読み替え）
　この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。

箇所 読み替え前 読み替え後�
第�27�条（保険金の請求）（1）の表の⑤ 通院保険金の支払われる日数が90日

に達した時
通院保険金の支払われる日数が30日
に達した時

7．通院保険金の支払要件変更に関する特約

（1）�　当会社は、この特約により傷害保険普通保険約款第８条（通院保険金の支払）の規定を次のとおり読み替えて適用し
ます。
①同条（2）を次のとおり読み替えて適用します。
｢（2）被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表３に掲げる部位を固定するた
めに被保険者以外の医師の指示によりギプス等（＊2）を常時装着したときは、その日数について、（1）の通院をしたも
のとみなします。」
②同条（＊2）を次のとおり読み替えて適用します。

「（＊2）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、
頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易
なものは除きます。」

（2）�　当会社は、この特約により傷害保険普通保険約款別表３の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「別表３　ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位

１．長管骨または脊柱
２．長管骨に接続する上肢または下肢の３大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(*1)を装着した場合に限ります。
３．肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等（＊1）を装着した場合に限ります。

（＊1）�ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、
頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱
が容易なものは除きます。

注�　１．から３．までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の３大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、
別表２の注２の図に示すところによります。」

8．条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約【全加入区分共通】

第１条（戦争危険等免責の一部修正）
（1）�　当会社は、この特約に従い、普通約款（＊1）第３条（保険金を支払わない場合－その1）（1）の表の�⑨の規定を次の
とおり読み替えて適用します。
｢⑨戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（＊4）。ただし、こ
れらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為（政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する
団体もしくは個人またはこれと連帯するものがその主義または主張に関して行う暴力的行動をいいます。）を除きます。」

（2）�　当会社は、普通約款第３条（1）の表の⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、普通約款第３条（1）
の表の⑨と同じ規定がある場合には、その規定についても（1）と同様に読み替えて適用します。
（＊1）傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。

第 2 条（この特約の解除）
　当会社は、第１条（戦争危険等免責の一部修正）（1）により読み替えた普通約款第３条（保険金を支払わない場合－そ
の1）（1）の表の⑨のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲（＊1）を超えることとなった場合は、保険
契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
（＊1）�保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいい

ます。
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第 3 条（特約解除の効力）
　第２条（この特約の解除）の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第１条（戦争危険
等免責の一部修正）（1）および（2）の読み替えはなかったものとします。

9．共同保険に関する特約（傷害保険用）【全加入区分共通】

第 1 条（独立責任）
　この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載の
それぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。

第 2 条（幹事保険会社の行う事項）
　保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保
険会社のために下表に掲げる事項を行います。
①　保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②　保険料の収納および受領または返戻
③　保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④　保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤　�保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡
もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認

⑥　保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等�
⑦　保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧　事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨　損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全
⑩　その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項

第 3 条（幹事保険会社の行為の効果）
　この保険契約に関し幹事保険会社が行った第２条（幹事保険会社の行う事項）の表に掲げる事項は、保険証券記載の全
ての保険会社がこれを行ったものとみなします。

第 4 条（保険契約者等の行為の効果）
　この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社
に対して行われたものとみなします。

10．突然死葬祭費用担保特約【（AW区分の一部を除き）全加入区分共通 ※AW区分の「団体活動中および　その往復中以外の事故」は対象外】

第 1 条（保険金を支払う場合）
（1）�　当会社は、被保険者が日本国内において自己の所属する社会教育関係団体の管理下において、団体活動（＊1）を行っ
ている間に突然死した場合は、被保険者の親族が葬祭費用を負担することによって被る損害（＊2）に対して、この特約、
スポーツ安全協会特約（＊3）および普通約款（＊4）の規定に従い、下表の葬祭費用保険金額を限度としてその費用の負
担者に、保険金（＊5）を支払います。ただし、学校または保育所の管理下における突然死によって被った損害に対し
ては保険金を支払いません。

葬祭費用保険金額 １８０万円
（2）（1）の突然死とは下表のいずれかに該当する死亡のうち、別表に掲げる死因（＊6）によるものをいいます。
① 団体活動中の死亡
② 団体活動中に顕著な体調変化（＊7）が確認され、その時（＊8）から24時間以内の死亡。ただし、その顕著な体調変

化に関係がある死亡に限ります。
（3）（2）の表の②の死亡には、顕著な体調変化の時（＊8）から24時間経過時点で延命または集中治療（＊9）を行ってい
た場合での180日以内の死亡を含みます。

（4）（1）の社会教育関係団体の管理下における団体活動には、被保険者が団体活動を行うための所定の場所と自宅との通常
の経路の往復中を含みます。

（＊1）� �日時、場所および内容等を定めた団体の活動計画に基づいて、スポーツ安全協会特約第３条（用語の定義）の表の
②から⑤までにそれぞれ規定する団体として行う活動（＊10）をいいます。以下この特約において同様とします。

（＊2）� 生前中に発生した損害は含みません。
（＊3）� スポーツ安全協会傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
（＊4）� 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
（＊5）� 葬祭費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
（＊6）� 医師の診断によります。�
（＊7）� 被保険者以外の第三者により確認されたものに限ります。以下この特約において同様とします。
（＊8）� 第三者により確認された時のうち、最も早い時をいいます。
（＊9）� �延命または集中治療とは、病状の回復が見込めない患者に対し人工呼吸や輸血などの医療行為によって延命を目

的として行う治療、または、集中治療室における集中治療をいいます。
（＊10）スポーツ安全保険特約書記載の場合を除き、当該団体の被保険者が単独で行う活動（＊11）は含みません。
（＊11）単独で行う活動とは、当該団体の他の被保険者がいない活動をいいます。
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第 2 条（保険金を支払わない場合）
　当会社は、普通約款およびスポーツ安全協会特約に規定する事由のほか、普通約款の規定に従い保険金を支払うべき傷
害に起因する突然死（＊1）に対しては、保険金を支払いません。

（＊1）�第１条（保険金を支払う場合）（2）の突然死をいい、第１条（3）の規定により死亡に含める「顕著な体調変化
の時から24時間経過時点で延命または集中治療を行っていた場合での180日以内の死亡」を含みます。以下この
特約において同様とします。

第 3 条（保険期間と支払責任の関係）
　当会社は、被保険者が保険期間中の団体活動により突然死した場合に限り、保険金を支払います。

第 4 条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）
　他の保険契約等（＊1）がある場合において、支払責任額（＊2）の合計額が、被保険者の親族が負担した費用の額を超
えるときは、当会社は、下表に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等（＊1）から保険金または共

済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額（＊2）

② 他の保険契約等（＊1）から保険金または共
済金が支払われた場合

被保険者の親族が負担した費用の額から、他の保険契約等（＊1）か
ら支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただ
し、この保険契約の支払責任額（＊2）を限度とします。

（＊1）�第1条（保険金を支払う場合）の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をい
います。

（＊2）他の保険契約等（＊1）がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

第 5 条（突然死の通知）
（1）�　被保険者が突然死した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その突然死の日からその日を含めて�30
日以内に突然死の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知も
しくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりま
せん。

（2）�　（1）の場合において、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等（＊1）の有無および内容（＊2）
について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。

（3）�　保険契約者または保険金を受け取るべき者は、（1）および（2）のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠とな
るものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。

（4）�　保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく（1）から（3）までのいずれかの規定に違反した場
合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合
は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

（＊1）�第１条（保険金を支払う場合）の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約を
いいます。

（＊2）既に他の保険契約等（＊1）から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。

第 6 条（保険金の請求）
（1）�　当会社に対する保険金請求権は、被保険者の親族が第１条（保険金を支払う場合）の費用を負担した時から発生し、こ
れを行使することができるものとします。

（2）�　保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、下表の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければな
りません。

① 保険金請求書
② 保険証券
③ 突然死したことを証明する医師の診断書または死体検案書
④ 被保険者の戸籍謄本
⑤ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑥ 保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
⑦ 社会教育関係団体の指導監督者が発行する証明書
⑧ 保険金を受け取るべき者の戸籍謄本
⑨ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第三者に委任する場合）
⑩ その他当会社が第７条（保険金の支払時期）（1）に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類ま

たは証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
（3）�　当会社は、費用の額等に応じ、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して、（2）の表に掲げるもの以外の書類
もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類また
は証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

（4）�　保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく（3）の規定に違反した場合または（2）もしくは（3）
の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それに
よって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第 7 条（保険金の支払時期）
（1）�　当会社は、請求完了日（＊1）からその日を含めて�30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確
認を終え、保険金を支払います。

08_Ⅵ．保険約款・特約条項・特約書.indd   83 2020/01/09   18:03:28



－84－ －85－

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、突然死の原因、費用発生の有無および被保険者に該当する
事実

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約におい
て定める事由に該当する事実の有無

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額、突然死の事実と費用との関係��
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事

由に該当する事実の有無
⑤ ①から�④までのほか、他の保険契約等（＊2）の有無および内容、費用について被保険者の親族が有する損害賠償請

求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確
認が必要な事項

（2）�　（1）の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、（1）の規定にかかわらず、当会社は、
請求完了日（＊1）からその日を含めて下表に掲げる日数（＊3）を経過する日までに、保険金を支払います。この場合に
おいて、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者の親族に対して通知するものとします。

① （1）の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果
の照会（＊4） � 180日

② （1）の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会　90
日

③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における（1）の表の①から�⑤までの事項の確認のための調査　60日
④
�
（1）の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日

（3）�　（1）および（2）に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者の親族が正当な理由なくその確認を妨�
げ、またはこれに応じなかった場合（＊5）には、これにより確認が遅延した期間については、（1）または（2）の期間
に算入しないものとします。

（4）�　（1）または（2）の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者の親族と当会社があらかじめ合意した場合
を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

（＊1）保険金を受け取るべき者が第６条（保険金の請求）（2）の規定による手続を完了した日をいいます。
（＊2）�第１条（保険金を支払う場合）の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約を

いいます。
（＊3）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。�
（＊4）弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
（＊5）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

第 8 条（代位） 
（1）�　第１条（保険金を支払う場合）の費用について、被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権（＊1）を取得した場
合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、
下表の額を限度とします。

① 当会社が、被保険者の親族が負担した第１条
の費用全額を保険金として支払った場合

被保険者の親族が取得した債権の全額

② ①以外の場合 被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない�
被保険者の親族が負担した第１条の費用の額を差し引いた額

（2）�　（1）の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権
よりも優先して弁済されるものとします。

（3）�　保険契約者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する（1）または（2）の債権の保全および行使ならびに
そのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社
の負担とします。

（＊1）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。

第 9 条（保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い）
（1）�　この特約について、保険金を受け取るべき者が２名以上である場合は、当会社は、代表者１名を定めることを求める
ことができます。この場合において、代表者は他の保険金を受け取るべき者を代理するものとします。

（2）�　（1）の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金を受け取るべき者の中の１名に対し
て行う当会社の行為は、他の保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。

第10条（普通約款およびスポーツ安全協会特約の適用除外）
（1）　普通約款の下表の規定は適用しません。
① 第 10 条（他の身体の障害または疾病の影響）
② 第 12 条（告知義務）（4）および（5）
③ 第 26 条（事故の通知）
④ 第 27 条（保険金の請求）
⑤ 第 28 条（保険金の支払時期）
⑥ 第 31 条（代位）

08_Ⅵ．保険約款・特約条項・特約書.indd   84 2020/01/09   18:03:28



－84－ －85－

（2）スポーツ安全協会特約の下表の規定は適用しません。
① 第４条（Ａ種、Ｂ種、Ｃ種およびＤ種の団体の活動内容の関係）
② 第７条（保険金の請求）
③ 第９条（普通約款の読み替え）

第11条（普通約款およびスポーツ安全協会特約の読み替え）
（1）　この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。

箇所 読み替え前 読み替え後
① 第３条（保険金を支払わない場合－そ

の１）（1）
生じた傷害 生じた突然死

② 第３条（1）の表⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神
喪失

被保険者の心神喪失

③ 第 11 条（保険責任の始期および終期）
（3）および第 22 条（保険料の返還また
は請求－告知義務・職業または職務の
変更に関する通知義務等の場合）（7）

生じた事故による傷害 生じた突然死

④ 第 19 条（重大事由による解除）（1）の
表の①

傷害を生じさせ 突然死を生じさせ

⑤ 第 19 条（3） 傷害（＊3）の発生した 突然死の
⑥ 第 19条（3） 発生した傷害（＊3） 発生した突然死
⑦ 第 29 条（当会社の指定する医師が作成

した診断書等の要求）（1）
第 26 条（事故の通知） この特約第５条（突然死の通知）

⑧ 第 29 条（1）� 第 27 条（保険金の請求） この特約第６条（保険金の請求）
⑨ 第 29 条（1） 傷害の程度の認定 突然死の認定
⑩ 第 30 条（時効） 第 27 条（保険金の請求）（1） この特約第６条（保険金の請求）（1）
（2）　この特約については、スポーツ安全協会特約を下表のとおり読み替えて適用します。

箇所 読み替え前 読み替え後�
第６条（被保険者の異動）（3） 増員者の傷害については、 増員者の突然死については、

第12条（重大事由による解除の特則）
（1）�　当会社は、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通約款第19条（重大事由による解除）（1）の表の③ｱ.か
らｵ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約（＊1）を解除するこ
とができます。

（2）�　（1）の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、（1）の解除の原因となる事由が生じた時から解
除がなされた時までに発生した突然死による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、
既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

（3）�　（1）の規定による解除がなされた場合には、（2）の規定は、普通約款第19条（1）の表の③ｱ . からｳ .までまたはｵ . のいず
れにも該当しない保険金を受け取るべき者に生じた損害については適用しません。

（＊1）保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。

第13条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、スポーツ安全協会特約および普通約款の規
定を準用します。

別表　第１条（保険金を支払う場合）（2）の死因
１�．心機能不全（心臓麻痺）、急性心不全、心停止、虚血性心疾患（心筋梗塞）、致死性不整脈、大動脈解離、心臓震盪等の
心・血管疾患
２．肺血栓塞栓症等の呼吸器疾患
３．くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞等の脳血管疾患
４．その他不詳の死

11．後遺障害追加支払等級限定補償特約

(1）�　当会社は、この特約により、スポーツ安全協会傷害保険特約第２条（後遺障害保険金の追加支払）の規定を次のとおり
読み替えて適用します。

第 2 条（後遺障害保険金の追加支払）
　当会社は、後遺障害保険金を支払った場合（＊1）で、後遺障害保険金の支払事由となった第１条（保険金を支払う場合）
の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払っ
た後遺障害保険金の額の50％に相当する額を追加して被保険者に支払います。

（＊1）�被保険者に、保険金額に普通約款別表２の第１級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額（＊2）が支払わ
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れるべき後遺障害が生じ、その後遺障害に対して後遺障害保険金を支払った場合に限ります。
（＊2）この額の算出には、普通約款第６条（後遺障害保険金の支払）（6）の規定は適用しません。

(2）�　当会社は、この特約により、スポーツ安全協会傷害保険特約（学校管理下外担保）第１章傷害担保条項第３条（後
遺障害保険金の追加支払）の規定を次のとおり読み替えて適用します。

第 3 条（後遺障害保険金の追加支払）
　当会社は、後遺障害保険金を支払った場合（＊1）で、後遺障害保険金の支払事由となった第１条（保険金を支払う場合）
の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払っ
た後遺障害保険金に�50％を乗じた額を追加して被保険者に支払います。

（＊1）�被保険者に、保険金額に普通約款別表２の第１級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額（＊2）が支払わ
れるべき後遺障害が生じ、その後遺障害に対して後遺障害保険金を支払った場合に限ります。

（＊2）この額の算出には、普通約款第６条（後遺障害保険金の支払）（6）の規定は適用しません。

12．賠償責任保険普通保険約款【全加入区分共通】

賠償責任保険普通保険約款
第 1 条（保険金を支払う場合）
　当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊（以下 ｢事故｣ といいます。）について法律上の損害賠
償責任を負担すること（以下「保険事故」といいます。）によって被る損害に対して、保険金を支払います。

第 2 条（損害の範囲）
　当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
①　法律上の損害賠償金
　法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済に
よって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
②　争訟費用
　損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③　損害防止軽減費用
　第12条（事故の発生）（1）③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使
について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の
手段を講じた場合（④に規定する場合を除きます。）において、被保険者がその手続または手段のために当会社の
書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④　緊急措置費用
　第12条（1）③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しない
ことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の
書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤　協力費用
　第13条（損害賠償請求解決のための協力）（1）の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠
償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。

第 3 条（用語の定義）
　この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　義
身体の障害 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障害および死亡をいいます。
財物 財産的価値のある有体物をいいます。「有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または

気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは
著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。

損壊 滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、
盗取、詐取および横領を含みません。「破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、
化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。「汚
損」とは、財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経済的
価値を減少させることをいいます。�

売上高 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。
完成工事高 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込収益の総額をいいます。
賃金 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支払う税込金銭の総額をいいます。
入場者 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。
他の保険契約等 第１条（保険金を支払う場合）の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。

第 4 条（責任の限度）
（1）�　当会社は、法律上の損害賠償金については、�1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を
超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保
険証券に記載された支払限度額（以下「支払限度額」といいます。）を限度とします。

（2）�　当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が
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支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。

保険金の額� ＝� 争訟費用の額� ×�
支払限度額

� 法律上の損害賠償金の額

（3）�　当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払
います。

第 5 条（保険責任の始期および終期）
（1）�　当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間（以下「保険期間」といいます。）の初日の午後4時（保険証券
にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻）に始まり、末日の午後4時に終わります。

（2）��　（1）の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
（3）�　保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を
支払いません。

第 6 条（告知義務）
（1）�　保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険（損害の発生の可能性をいいます。以下同様と
します。）に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を
求めたもの（他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。）について、当会社に事実を
正確に告げなければなりません。

（2）�　保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げな
かった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができます。

（3）�　（2）の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①�　（2）の事実がなくなった場合
②�　当会社が保険契約締結の際、（2）に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった
場合（当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げな
いこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。）
③�　保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出
て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た
事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに
限り、これを承認するものとします。
④�　当会社が（2）の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締
結時から5年を経過した場合

（4）�　（2）の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第19条（保険契約解除
の効力）の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当
会社は、その返還を請求することができます。

（5）�　（4）の規定は、（2）に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第 7 条（保険金を支払わない場合）
　当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①　保険契約者または被保険者の故意
②　戦争（宣戦の有無を問いません。）、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③　地震、噴火、洪水、津波または高潮

第 8 条（保険金を支払わない場合）
　当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担
することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①�　被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償
責任
②�　被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負
担する賠償責任
③　被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④　被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤　排水または排気（煙を含みます。）に起因する賠償責任

第 9 条（調査）
（1）�　被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
（2）�　当会社は、保険期間中いつでも（1）の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求するこ
とができます。

第10条（通知義務）
（1）�　保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交
付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。）が発生した場合は、
保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなく
なった場合は、当会社への通知は必要ありません。

（2）�　（1）の事実の発生によって危険増加（告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険
料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。）
が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく（1）の規定による
通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除すること
ができます。
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（3）�　（2）の規定は、当会社が（2）の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危
険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。

（4）�　（2）の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時か
ら解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条（保険契約解除の効力）の規定にかかわら
ず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返
還を請求することができます。

（5）�　（4）の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
（6）�　（2）の規定にかかわらず、（1）の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲（保険料を増額
することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において
定めたものをいいます。）を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、
この保険契約を解除することができます。

（7）�　（6）の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時か
ら解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を
支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができ
ます。

第11条（保険契約者の住所変更）
　保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通
知しなければなりません。

第12条（事故の発生）
（1）�　保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保
険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
①�　事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はそ
の住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。
②�　他の保険契約等の有無および内容（既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その
事実を含みます。）を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③�　他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすること
および既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④�　あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送
その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤�　損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちにその旨を当会社に通知す
ること。

（2）�　保険契約者または被保険者が正当な理由なく（1）に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第１条（保険
金を支払う場合）の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①　（1）①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
②　（1）③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③　（1）④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額

第13条（損害賠償請求解決のための協力）
（1）�　当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たるこ
とができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければ
なりません。

（2）�　被保険者が正当な理由なく（1）の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の
額を差し引いて保険金を支払います。

第14条（保険料の精算）
（1）�　保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保
険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。

（2）�　当会社は、保険期間中および保険契約の終了後�1年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を
算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。

（3）�　（1）および（2）の書類に基づいて算出された保険料（保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料
とします。）と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険
契約者に請求しまたは返還します。

第15条（保険契約の無効）
　保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契
約は、無効とします。

第16条（保険契約の取消し）
　保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契
約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

第17条（保険契約者による保険契約の解除）
　保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

第18条（重大事由による解除）
（1）�　当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険
契約を解除することができます。
①�　保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生
じさせ、または生じさせようとしたこと。
②�　被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
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③�　①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会
社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

（2）�　（1）の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、（1）①から③までの事由が生じた
時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金
を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することがで
きます。

第19条（保険契約解除の効力）
　保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第20条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義務等の場合）
（1）�　第６条（告知義務）（1）により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、
当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。

（2）�　第10条（通知義務）（2）の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要
があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間（危険増加または危
険の減少が生じた時以降の期間をいいます。）に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。

（3）�　保険契約者が（1）または（2）の規定による追加保険料の支払を怠った場合（当会社が保険契約者に対し追加保
険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。）は、当会社は、保険契約者
に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

（4）�　（1）または（2）の規定による追加保険料を請求する場合において、（3）の規定により当会社がこの保険契約を解
除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、
当会社は、その返還を請求することができます。

（5）�　（4）の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には
適用しません。

（6）�　（1）および（2）に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を
当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当
会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間（条件を変更する時以降の期間を
いいます。）に対する保険料を返還しまたは請求します。

（7）�　（6）の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったと
きは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかっ
たものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。

第21条（保険料の返還－無効または失効の場合）
（1）�　第15条（保険契約の無効）の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
（2）�　保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間（失効した時以降の期間をいいます。）に対し日割をもって計
算した保険料を返還します。

第22条（保険料の返還－取消しの場合）
　第16条（保険契約の取消し）の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保
険料を返還しません。

第23条（保険料の返還－解除の場合）
（1）�　第６条（告知義務）（2）、第10条（通知義務）（2）もしくは（6）、第18条（重大事由による解除）（1）または第20
条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義務等の場合）（3）の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、
当会社は、未経過期間（解除の時以降の期間をいいます。）に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

（2）�　第17条（保険契約者による保険契約の解除）の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、
保険料から既経過期間（保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。）に対して別表に掲げる短期料率によっ
て計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場
者等に対する割合によって定められたものであるときは、第14条（保険料の精算）（3）の規定に基づいて保険料を
精算します。

第24条（先取特権－法律上の損害賠償金）
（1）�　第１条（保険金を支払う場合）の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者（以下「被害者」とい
います。）は、被保険者の当会社に対する保険金請求権（第２条（損害の範囲）①の損害に対するものに限ります。
以下この条において同様とします。）について先取特権を有します。

（2）�　当会社が第２条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
①�　被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合（被保険者が弁済した
金額を限度とします。）
②�　被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払
う場合
③�　被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権につい
ての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④�　被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾
したことにより、当会社から被保険者に支払う場合（被害者が承諾した金額を限度とします。）

（3）�　保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、ま
たは（2）③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、（2）①または④の規定により被保険者が当会
社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。

第25条（保険金の請求）
（1）�　被保険者の保険金請求権は、第２条（損害の範囲）①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、
同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
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（2）�　被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
①�　第２条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による
合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第１条（保険金を支払う場合）の損害の額が確定
した時
②�　第２条②から⑤までの損害に対するものは、第１条の損害の額が確定した時

（3）�　被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添え
て当会社に提出しなければなりません。
①�　保険金の請求書
②�　被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の
間の示談書
③�　被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④�　被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤�　第２条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥　その他当会社が次条（1）に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として
保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの

（4）�　当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、（3）に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社
が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書
類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。

（5）�　保険契約者または被保険者が正当な理由なく（4）に規定する義務に違反した場合または（3）もしくは（4）の書
類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによっ
て当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第26条（保険金の支払時期）
（1）�　当会社は、被保険者が前条（3）に規定する手続を完了した日（以下この条において「請求完了日」といいます。）
からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払い
ます。
①�　保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無およ
び被保険者に該当する事実
②�　保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約
において定める事由に該当する事実の有無
③�　保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④�　保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消
しの事由に該当する事実の有無
⑤�　①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その
他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が
必要な事項

（2）�　（1）の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、（1）の規定にかかわらず、当会社は、
請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数（複数に該当する場合は、そのうち最長の日数）を経過する日までに、
保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険
者に対して通知するものとします。
①�　（1）①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照
会（弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。）　180日
②�　（1）①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会　90日
③�　災害救助法が適用された災害の被災地域における（1）①から⑤までの事項の確認のための調査　60日
④�　（1）①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調
査　180日

（3）�　（1）および（2）に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由な
くこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合（必要な協力を行わなかった場合を含みます。）は、これ
により確認が遅延した期間については、（1）または（2）の期間に算入しないものとします。

第27条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）
　他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして
算出した支払うべき保険金または共済金の額（以下「支払責任額」といいます。）の合計額が損害の額を超えるときは、
当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①　他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
　この保険契約の支払責任額
②　他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
　損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保
険契約の支払責任額を限度とします。

第28条（時効）
　保険金請求権は、第25条（保険金の請求）（2）に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によっ
て消滅します。

第29条（代位）
（1）�� 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に
対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
①　当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合
　被保険者が取得した債権の全額
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②　①以外の場合
　被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額

（2）�　（1）②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優
先して弁済されるものとします。

（3）�　保険契約者および被保険者は、当会社に移転する（1）の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要
とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために
支出した費用は、当会社の負担とします。

第30条（訴訟の提起）
　この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

第31条（準拠法）
　この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

13．施設所有（管理）者特別約款【全加入区分共通】
第１条（保険金を支払う場合）
（1）�　当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）第１条（保険金を支
払う場合）の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
①�　保険証券記載の記名被保険者（以下「記名被保険者」といいます。）が所有、使用または管理する保険証券記
載の不動産または動産（以下「施設」といいます。）
②�　施設の用法に伴う記名被保険者にかかる保険証券記載の仕事（以下「仕事」といいます。）の遂行

（2）�　この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の使用人
③　記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④　記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤　記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族

（3）�　被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第１条の「他人」とみなしません。ただし、記名被保険
者が（2）②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、その（2）②から④までの者を「他人」
とみなします。

（4）�　当会社は、（1）の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内（保険証券の「適用地域」欄にこ
れと異なる記載がある場合は、その地域とします。）において発生した場合に限り、保険金を支払います。

第２条（保険金を支払わない場合）
　当会社は、普通保険約款第７条（保険金を支払わない場合）および第８条（保険金を支払わない場合）に規定する
損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、普通保険約款第７条①および第８条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①�　給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・
いっ出
②　スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
③　建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
④　施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事
⑤　次に掲げるものの所有、使用または管理
ア．自動車、原動機付自転車または航空機
イ．施設外における船・車両（原動力がもっぱら人力である場合を除きます。）または動物
⑥　記名被保険者の占有を離れた次に掲げるもの
ア．商品または飲食物
イ．施設外にあるアに規定するもの以外の財物（仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または
資材を除きます。）
⑦�　仕事の終了（仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをもって仕事の終了とします。）または放棄の後に
仕事の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資
材については、この規定を適用しません。

第３条（管理下財物免責の修正）
　この特別約款において、普通保険約款第８条（保険金を支払わない場合）②の規定は、次のとおり読み替えます。
「②　次の賠償責任

ア�．記名被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に
対して負担する賠償責任

イ�．記名被保険者以外の被保険者が所有、使用または管理する財物（アに規定する財物を除きます。）の損壊に
ついて、その財物に対し正当な権利を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任。ただし、こ
の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。」

第４条（１事故の定義）
　同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、
「１事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
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第５条（読替規定）
　この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。

普通保険約款の規定 読替前 読替後

第６条（告知義務）（1）、（2）および（3）③、第10条（通知義務）（1）
および（2）ならびに第14条（保険料の精算）（2） 被保険者 記名被保険者

第６条（普通保険約款等との関係）
　この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に
付帯される特約条項の規定を適用します。

施 設 の 明 細：

1． 名 称： 保険証券の被保険者欄に記載の者が属するスポーツ活動団体
等の社会教育関係団体の活動地域（但し、日本国内に限る）

2． 所 在：

3． 構 造 及 び 用 法：

4． 所有、賃借、管理等の別：

仕 事 の 内 容： 保険証券の被保険者欄に記載の者が、日本国内において、自己の所属するスポーツ活
動団体等の社会教育関係団体の管理下で行うスポーツ活動等の団体活動

【2018 年１月１日商品改定に伴う経過措置】
　１事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められ
る事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、１事故の定義における最初の事故とみなします。

14.スポーツ安全協会賠償責任保険特約条項【全加入区分共通】
第１条（読替規定）
　施設所有（管理）者特別約款（以下「特別約款」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）（1）の規定は、次
のとおり読み替えます。

「（1）�　当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）第１条（保険金を支
払う場合）の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
①�　保険証券記載の記名被保険者（以下「記名被保険者」といいます。）が日本国内において、自己の所属する社
会教育関係団体の管理下において行う団体活動（日時・場所・内容等を定めた団体の活動計画に基づいて、第３
条（用語の定義）の表の②から⑤までにそれぞれ規定する団体として行う活動をいいます。以下同様とします。）
団体活動には、記名被保険者がその活動を行うための所定の場所と自宅との経路の往復中を含み、スポーツ安全
保険特約書記載の場合を除き、その団体の記名被保険者が単独で行う活動（その団体の他の記名被保険者がいな
い活動をいいます。）は含みません。
②　団体活動を行うために記名被保険者が所有、使用または管理する動産」

第２条（被保険者の範囲等）
（1）�　この保険契約において、加入依頼手続きの際に提出された団体員名簿に記載された記名被保険者が責任無能力者
である場合は、その者の法定監督義務者である個人を被保険者として、普通保険約款および特別約款ならびにこの
保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。ただし、第１条（読替規定）によって読み替えられた特
別約款第１条（保険金を支払う場合）（1）、第３条（用語の定義）⑪および第６条（記名被保険者の異動）の規定を
除きます。

（2）�　特別約款第１条（2）②から⑤の規定は適用しません。
（3）�　特別約款第１条（3）の規定にかかわらず、被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第１条（保険
金を支払う場合）の「他人」とみなします。ただし、これによって普通保険約款第４条（責任の限度）（1）に定め
る支払限度額が増額されるものではありません。
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第３条（用語の定義）
　この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　義
① 社会教育関
係団体 �社会教育法にいう社会教育活動を行う団体をいいます。

② Ａ種の活動 以下のいずれかの活動をいいます。
ｱ．中学生以下の者（特別支援学校高等部の生徒を含みます。）が行う文化活動またはスポーツ活動
ｲ．高校生以上の者（特別支援学校高等部の生徒を除きます。）が行う文化活動
ｳ�．団体構成員の知識および基礎技術の習得を目的とし、以下の条件をすべて満たす講義または講
習型のスポーツ教室におけるスポーツ活動（文化活動を行っている場合も含みます。）
（ｱ）実施する教室ごとに、募集要綱に基づいて参加者を募集していること。
（ｲ）活動場所に指導者がおり、参加者を指導または監督していること。
（ｳ）予め活動場所、日時および参加者が定められており、活動期間が３か月以内であること。

③ B種の活動 65歳以上の者が行う親睦、交流または健康保持を目的とした老人クラブ等におけるスポーツ活動（文
化活動を行っている場合を含みます。）をいいます。

④ C種の活動 以下のいずれかの活動をいいます。
ｱ�．高校生以上の者（特別支援学校高等部の生徒を除きます。）が行うスポーツ活動（文化活動を行っ
ている場合を含みます。）
ｲ�．高校生以上の者（特別支援学校高等部の生徒を除きます。）が行う中学生以下の者または特別支
援学校高等部の生徒に対する実技指導、理論指導またはその補助となるスポーツ活動（文化活動
を行っている場合を含みます。）

⑤ D種の活動 次のものまたはこれらに類する危険度の高いスポーツ活動（文化活動または危険度の高いもの以外の
スポーツ活動を行っている場合を含みます。）をいいます。
ｱ．山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。）
ｲ．アメリカンフットボール
ｳ．リュージュ、ボブスレー、スケルトン
ｴ�．航空機（グライダーおよび飛行船を除きます。）の操縦。ただし、職務として操縦する場合を除
きます。
ｵ．スカイダイビング
ｶ�．ハンググライダー、超軽量動力機（モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラ
ライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。）またはジャイロ
プレーンへの搭乗

⑥ 社会教育
関係団体の
管理下

社会教育関係団体の指導監督者の指揮、監督および指導下をいいます。

⑦ 社会教育
関係団体の
指導監督者

社会教育関係団体の会長、部長、監督、キャプテン等で、その団体の指揮、監督および指導を行って
いる者をいいます。

⑧ 学校または
保育所の
管理下

学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、
特別支援学校または児童福祉法に基づく保育所における次の場合をいいます。
ｱ�．学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業または保育所の保育を受けてい
る場合
ｲ．学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
ｳ．休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示または承認に基づいて学校にある場合
ｴ�．通常の経路および方法により通学する場合（住居と学校外において前記ｱ．の授業もしくは前記
イ．の課外指導が行われる場所またはその場所以外において集合もしくは解散する場所との間を
合理的な経路および方法により往復する場合を含みます。）
ｵ．学校が管理する寄宿舎にある場合

⑨ スポーツ活動「運動競技」、「身体運動」または「野外活動」であって、心身の健全な発達を図るためのものをいいます。
⑩ 文化活動 スポーツ活動以外の社会教育活動をいいます。
⑪ 自宅 記名被保険者の居住の用に供する建物（敷地を含みます。）をいいます。ただし、アパート、マンショ

ン等の共同住宅においてはドアより内側の専用居住区画（専用使用権のある共用部分を含みます。）
をいい、学生寮、寄宿舎等の共同宿舎においては建物（敷地を含みません。）をいいます。

第４条（保険金を支払わない場合）
（1）�　当会社は、普通保険約款第７条（保険金を支払わない場合）および第８条（保険金を支払わない場合）に規定す
る損害ならびに特別約款第２条（保険金を支払わない場合）に規定する損害のほか、次の事由に起因する損害に対
しては、保険金を支払いません。
①　被保険者の心神喪失
②　被保険者またはその指図による暴行もしくは殴打
③　学校または保育所の管理下において行う団体活動の遂行
④�　団体活動を行い、または指導することを職務としている被保険者（他人に使用されてこれらの職務を行ってい
る者を除きます。）については、その職務遂行
⑤�　被保険者が公務員（特別職公務員のうちスポーツ推進委員、部活動指導員等の非常勤で団体活動を行う者を除
きます。）として職務上遂行した業務

08_Ⅵ．保険約款・特約条項・特約書.indd   93 2020/01/09   18:03:29



－94－ －95－

⑥　社会教育関係団体または被保険者が所有、使用または管理する不動産もしくはその従物たる動産
⑦　自動車（自動二輪車および原動機付自転車を含みます。）の所有、使用または管理
⑧　船舶（原動力が人力または風力であるものを除きます。）の所有、使用または管理
⑨�　航空機（グライダー、飛行船ならびにモーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機およ
びパラプレーン等の超軽量動力機を含みます。）の所有、使用または管理
⑩　狩猟

（2）�　当会社は、Ａ種の活動、Ｂ種の活動またはＣ種の活動を行うものとしてこの保険契約に加入した者がＤ種の活動を
行うことによって生じた他人の身体の障害または財物の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

（3）�　この保険契約において、特別約款第３条（管理下財物免責の修正）の規定によって読み替えられた普通保険約款
第８条（保険金を支払わない場合）②の規定は、次のとおり読み替えます。
「②�　被保険者が所有、使用または管理する財物（社会教育関係団体が練習・合宿等の目的で一時的に使用または管
理するスポーツ用具等の動産ならびに土地およびそれを覆う芝等の定着物を含み、宿泊設備・体育施設等および
その従物たる畳または建具等の動産を除きます。）の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対
して負担する賠償責任」

第５条（契約の取消し）
　この保険契約において、被保険者による詐欺または強迫の行為があった場合は、当会社は普通保険約款16条（保険
契約の取消し）の規定を、その行為を行った被保険者に対して個別に適用します。

第６条（記名被保険者の異動）
（1）�　保険期間の中途において記名被保険者を増員または減員する場合は、保険契約者は、書面により増員者または減
員者の氏名、年齢（生年月日等の年齢に相当する事項を含みます。）および性別を当会社に通知し、当会社の承認を
得なければなりません。

（2）�　当会社は、（1）の増員者に対しては、保険期間１年間に対する保険料を請求し、また、（1）の減員者に対しては、
既に払い込まれた保険料を返還しません。

（3）�　当会社は、（2）の保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
（4）�　当会社は、（1）の場合において、保険料に関する規定の変更特約条項第４節第１条（保険料の返還、追加または変更）
の規定を適用しません。

第７条（保険金の請求書類）
　被保険者は、保険金の支払を請求する場合は、当会社が普通保険約款第25条（保険金の請求）（3）の規定に基づき
求める書類または証拠のほか、社会教育関係団体の指導監督者が発行する事故証明書を当会社に提出しなければなり
ません。

第８条（普通保険約款等との関係）
　この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならび
にこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

15．各種特約条項【全加入区分共通】

原子力危険不担保特約条項
（1）�　当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂
等による放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害（放射能汚染または放射線
障害を含みます。）に対しては、保険金を支払いません。
①　核燃料物質（使用済燃料を含みます。）
②　核原料物質
③　放射性元素
④　放射性同位元素
⑤　①から④までのいずれかにより汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）

（2）�　（1）の規定は、医学的または産業的な利用に供される放射性同位元素（ウラン、トリウム、プルトニウムおよび
これらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。）については、その使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核
反応または原子核の崩壊もしくは分裂による損害に限り、適用しません。ただし、その使用、貯蔵または運搬に関
し法令違反があった場合を除きます。

専門職業危険不担保特約条項
　当会社は、この保険契約に適用される特別約款または特約条項にこれと異なる規定がある場合を除き、被保険者ま
たはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①�　疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案、もしくは診断書・検
案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為（法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以
外の者が行うことを許されている場合を除きます。）

②�　美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなけ
れば人体に危害を生ずるおそれのある行為（法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の
者が行うことを許されている場合を除きます。）
③��　薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給
④�　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられてい
る行為
⑤��　建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
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汚染危険不担保特約条項
第１条（保険金を支払わない場合）
�　当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出もしくは放出（以下「排
出等」といいます。）または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理に起因する損害に対しては、保険金を支払いま
せん。ただし、汚染物質の排出等について、次のすべての条件に該当する場合を除きます。
①　汚染物質の排出等が不測であること。
②　汚染物質の排出等の原因となる事故（以下「事故」といいます。）が突発的に発生したこと。
③　汚染物質の排出等が急激であること。
④�　事故が発生してから７日以内に被保険者が汚染物質の排出等を発見し、かつ21日以内に賠償責任保険普通保険
約款第12条（事故の発生）（1）①に規定する事項を当会社に通知すること。

第 2 条（用語の定義）
　この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 定義

汚染物質 固体状、液体状または気体状等の物質の状態および酸性またはアルカリ性等の物質の性質にかかわら
ず、次のいずれかのものをいいます。
ｱ．有害な化学物質
ｲ．危険物質
ｳ．アおよびイのほか、生物に有害な物質または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質
ｴ．臭気
ｵ．石油物質

石油物質 次のいずれかに該当する物質をいいます。
ｱ．原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
ｲ．アの石油類より誘導される化成品類
ｳ．アまたはイの物質を含む混合物、廃棄物および残渣

汚染浄化費用 その名称が何であるかにかかわらず、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和
等に要するすべての費用をいいます。

第 3 条（汚染浄化費用の取扱い）
　当会社は、汚染浄化費用またはこれによる損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、第１条（保険金を
支払わない場合）ただし書の場合において、被保険者が他人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによっ
て被る損害を除きます。

石綿損害等不担保特約条項
　当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を
支払いません。
①　石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
②　石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性

共同保険に関する特約条項（賠償責任保険用）
第 1 条（独立責任）
　この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券
記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義
務を負います。

第 2 条（幹事保険会社の行う事項）
　保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全
ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設
定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認

⑥ 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項

第 3 条（幹事保険会社の行為の効果）
　この保険契約に関し幹事保険会社が行った第２条（幹事保険会社の行う事項）の表に掲げる事項は、保険証券記
載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。

第 4 条（保険契約者等の行為の効果）
　この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保
険会社に対して行われたものとみなします。
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16.スポーツ安全保険特約書【全加入区分共通】
　公益財団法人スポーツ安全協会（以下「甲」という。）とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社、共栄火災海上
保険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、
日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社及びＡＩＧ損害保険株式会社（以下この8社を「乙」と
いう。）は、傷害保険普通保険約款（以下「傷害普通約款」という。）、スポーツ安全協会傷害保険特約（以下「傷害
特約」という。）、スポーツ安全協会傷害保険特約（学校管理下外担保）（以下「傷害特約（学校管理下外担保）」と
いう。）、熱中症危険担保特約、細菌性食中毒等担保特約、通院保険金支払限度日数変更特約、通院保険金の支払要
件変更に関する特約、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約、共同保険に関する特約、突然死葬祭費用担保
特約及び後遺障害追加支払等級限定補償特約に基づく傷害保険契約並びに賠償責任保険普通保険約款（以下「賠償
責任普通約款」という。）、施設所有（管理）者特別約款（以下「賠償責任特別約款」という。）、スポーツ安全協会
賠償責任保険特約条項（以下「賠償責任特約条項」という。）、原子力危険不担保特約条項、専門職業危険不担保特
約条項、汚染危険不担保特約条項、石綿損害等不担保特約条項及び共同保険に関する特約条項に基づく賠償責任保
険契約について、次のとおり特約書を締結する。
　この場合において、甲及び乙は、東京海上日動火災保険株式会社を幹事会社（以下「丙」という。）に定め、丙は
この特約書に基づく保険契約の締結、保険料の領収、保険金の支払、その他この保険契約に関する一切の事務を処
理する。

第１章　保険責任に関する事項
（保険契約者及び被保険者）
第１条　保険契約者は甲とし、被保険者は甲に登録されている社会教育関係団体のうち、保険契約加入依頼の手続きを
した団体（以下「団体」という。）の構成員全員とする。ただし、団体員名簿に記載されている構成員に限る。
２　前項の団体とは、代表者を置き、かつ団体の構成員が明確に把握されている構成員４名以上の団体をいう。

（加入区分）
第２条　被保険者は、傷害特約第３条及び賠償責任特約条項第３条の用語の定義に基づき、その目的、活動の実態等に
より次のとおり区分する。

加入区分 被保険者の範囲 募集帳票等
における表記 補償対象となる団体活動

Ａ

（1）中学生以下の者（特別支
援学校高等部の生徒を含む。） 子ども 文化活動又はスポーツ活動

（2）高校生以上の者（特別支援
学校高等部の生徒を除く。） 大人 文化活動

ＡＷ 中学生以下の者（特別支援学校
高等部の生徒を含む。） 子ども 文化活動又はスポーツ活動（個人活動を

含む。）

Ｂ 65歳以上の者 大人
（65歳以上）

スポーツ活動（文化活動を行っている場
合も含む。）

Ｃ 高校生以上64歳以下の者（特別
支援学校高等部の生徒を除く。）

大人
（64歳以下）

スポーツ活動（文化活動を行っている場
合も含む。）

Ｄ 全年齢の者 子ども・大人
危険度の高いスポーツ活動（文化活動及
び危険度の高いスポーツ活動以外のス
ポーツ活動を行っている場合も含む。）

短期スポ
ーツ教室 全年齢の者 子ども・大人 短期スポーツ教室におけるスポーツ活動

（文化活動を行っている場合も含む。）
２�　加入区分Ｂ及びＣにおける被保険者の年齢は、保険期間開始日と保険料分担金の支払手続きを行った日のいずれ
か遅い日における満年齢とする。ただし、第４条（5）に規定する方法により保険料の払込を行った場合は、各団
体の構成員となった日における満年齢とする。

３�　第１項表中の団体活動とは、傷害特約第３条及び賠償責任特約条項第３条に規定された各団体活動をいい、団体
の指示・命令に基づいた以下の活動を含むものとする。
イ　国、地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会等（加盟団体及
びその傘下団体を含む。）が市区町村以上の規模で開催する各種研修会、講習会又は競技会に団体の代表として参
加して行う活動
ロ　大会説明会、抽選会への出席等、団体の運営上必要な付随活動
ハ　一定の資格等を有する者が行う指導等の活動
ニ　団体が総合型地域スポーツクラブ又は会員制スポーツクラブである場合において、それら団体が指定する場所
において行う活動
ホ　昇級・昇段試験又は資格取得の各種審査会等に参加して行う活動

４　この保険への加入は、同一団体で１口に限る。
５　加入区分の誤り等、加入手続きに不備があった場合には、乙は保険金を支払わないことがある。
６�　傷害特約第３条②ｳ．（ｳ）及び賠償責任特約条項第３条②ｳ．（ｳ）に定義する３か月とは、教室の開催日の初日か
ら３か月後の応当日までをいう。

（保険料分担金、保険金額・支払限度額及び免責金額）
第３条　この特約書に基づく保険契約の保険料分担金、保険金額・支払限度額及び免責金額は、１被保険者につき次の
とおりとする。
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加入
区分

保険料
分担金

（1人年額）

傷害保険

賠償責任保険
（支払限度額）死亡

（保険金額）
入院日額

（保険金額）
通院日額

（保険金額）
突然死葬祭費用
（支払限度額）

Ａ 790円 2,000万円 �4,000円 1,500円 180万円
対人・対物賠償合算�1事故につ
き5億円とする。ただし、対人
は1名につき1億円限度とする。
（免責金額なし）

ＡＷ 1,440円

「団体活動中とその往復途中」での事故

2,100万円 �5,000円 2,000円 180万円
対人･対物賠償合算�1事故5億500
万円とする。ただし、対人は1名
につき1億500万円を限度とする。
（免責金額なし）

「団体活動中とその往復途中」以外での事故
（日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒・突然死葬祭費用は補償の対象外）

100万円 1,000円 500円 対象外 対人･対物賠償合算�1事故500万
円（免責金額なし）

Ｂ 1,190円 600万円 1,800円 1,000円 180万円

対人・対物賠償合算�1事故につ
き5億円とする。ただし、対人
は１名につき１億円限度とする。
（免責金額なし）

Ｃ 1,840円 2,000万円 4,000円 1,500円 180万円

Ｄ 10,990円 500万円 1,800円 1,000円 180万円

短期ス
ポーツ
教室

790円 2,000万円 4,000円 1,500円 180万円

第１級の後遺障害保険金の支払事由となった傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が
生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額の50％に相当する額を追加して被保険者に支
払います。
２　前項に規定する保険料分担金は年額とし、中途加入の場合においても同額とする。
３　保険期間の中途において当該団体を脱退した被保険者に対しては、保険料分担金の払戻しは行わない。

（保険責任期間）
第４条　乙の保険責任は、傷害普通約款第11条（3）、傷害特約第６条（3）、傷害特約（学校管理下外担保）第３章第２
条及び第３章第３条（3）、賠償責任普通約款第５条（1）の規定にかかわらず、次のとおりとする。
（1）�　団体が保険期間開始前（毎年４月１日午前０時まで）に甲に保険料分担金をそえて、保険契約への加入依頼を行っ
た場合、当該団体の構成員に係わる保険責任期間は、毎年４月１日午前０時に始まり、翌年３月31日午後12時に終
わる。

（2）�　団体が保険期間開始後に甲に保険契約への加入依頼を行った場合、当該団体の構成員に係わる保険責任期間は次
のうちいずれか遅い日の翌日の午前０時に始まり、保険期間の終期に終わる。
イ　団体が甲に送付した甲の定める加入依頼書及び団体員名簿を同封した封筒に押捺された郵便局の消印日
ロ　団体が保険料分担金を甲の指定する銀行の口座に振込み又は振替えた日

（3）�　団体が保険期間開始後に、当該団体の構成員の増員者について甲に加入依頼を行った場合、当該増員者に係る保
険責任期間は前号と同一とする。

（4）�　（1）から（3）の規定にかかわらず、団体が甲の指定するインターネットを通じて甲に保険契約への加入依頼を行
う場合は、保険料分担金を甲の指定する銀行等の金融機関又は収納代行会社（以下、「指定収納機関」という。）を
通じて支払うこととし、当該団体の構成員（増員者を含む。）に係わる保険責任期間は、保険期間の初日又は次のう
ちいずれか遅い日の翌日の午前０時に始まり、保険期間の終期に終わる。
イ　団体が甲の指定するインターネットを通じて所要事項の入力を行い、甲に保険契約への加入依頼を行った日
ロ　団体が指定収納機関へ保険料分担金の支払手続きを行った日

（5）�　（3）の規定にかかわらず、以下の各号に定める要件を満たしている団体が保険期間開始後に団体の増員者の加入
依頼を行った場合、当該団体の増員者に係る保険責任期間は、当該団体の構成員となった日の翌日の午前０時に始
まり、保険期間の終期に終わる。ただし、「へ」の要件を満たさなかった場合には、その期日の前月分以降の増員者
の通知がされなかったものとみなし、乙は保険責任を負わないものとする。
イ　保険責任期間開始時において、甲が指定するインターネットによって加入手続きを行っていること。
ロ　200名以上の構成員が所属する団体であること。
ハ　会員名簿が常設されており、定期的に新入会員及び脱退会員の修正が行われていること。
ニ　会員登録日が客観的に分かる会員申込書の保管又は会員証の発行を行っていること。
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ホ　毎月１か月間の増員者をとりまとめ、翌月10日（インターネットシステムが休止日の場合にはその翌日。以下
「通知日」といいます。）までに被保険者氏名及びその他甲が定める事項を甲が指定するインターネットにより通知
を行うこと。
へ　前号の通知を行った日からその日を含めて10日（金融機関が休業日の場合にはその翌日）以内に、前号の増員
者分の保険料分担金を指定収納機関へ支払手続きを行うこと。

（6）�　（1）から（5）の規定にかかわらず、傷害特約第３条②ウ及び賠償責任特約条項第３条②ウに定義する活動（以下「短
期スポーツ教室」といいます。）を行う団体における当該団体の構成員（増員者を含む。）に係わる保険責任期間は、
保険期間の初日又は次のうちいずれか遅い日の午前０時に始まり、保険期間の終期若しくは短期スポーツ教室の開
催が終わる日の午後12時のいずれか早い日に終わる。
イ　団体が甲の指定するインターネットを通じて所要事項の入力を行い、甲に保険契約への依頼を行った日の翌日
ロ　団体が指定収納機関へ保険料分担金の支払手続きを行った日の翌日
ハ　短期スポーツ教室の開催期間の初日
２　前項の規定にかかわらず、保険料分担金の振込依頼を受けた銀行等の金融機関が振込済通知書の付帯書類として
甲の定める加入依頼書及び団体員名簿を甲に送付するときの保険の始期は、保険期間の初日又は甲の定める保険料分
担金を甲の指定する銀行の口座に振込んだ日の翌日の午前０時とする。
３　団体が次の各号に定める要件をいずれも満たしているときは、当該団体の構成員に係る保険責任期間は第１項（1）
と同一とする。

（1）�　団体がこの保険契約の保険料分担金の全部又は一部について地方公共団体の支出を受けており当該地方公共団体
の会計年度の初日が保険期間の初日と同一であること。

（2）�　保険期間開始前に甲経由で乙に加入依頼書を提出すること。
（3）�　保険期間の初日（保険期間の初日が当該行政機関の休日の場合は休日明けの初日とする。）からその日を含めて
10日目の日までに保険料分担金の支払手続きを行うこと。

（加入者の通知）
第５条　甲は、団体からの加入依頼を受付けたときは加入依頼書に受付日、保険料分担金入金日、その他必要事項を記
入したうえ、これを契約区分毎に整理するものとする。
２�　甲は、毎月末日までに前月分の加入者について、乙に通知を行うものとする。
３�　前項の通知に遅滞又は脱漏があった場合において、甲に故意又は重大な過失があったときは、乙は、当該通知の
対象となる被保険者の被った傷害又は損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、
入院保険金日額及び通院保険金日額とみなす。

各被保険者の保険金
額、入院保険金日額
及び通院保険金日額

＝
保険証券記載の被保険
者１名あたりの保険金
額、入院保険金日額及
び通院保険金日額

×

遅滞又は脱漏の生じた通知日以前に
実際に行われた通知に基づく保険料
の合計額

遅滞又は脱漏の生じた通知日以前に
遅滞及び脱漏がなかった場合の保険
料の合計額

４�　前項の規定は、乙が第２項の通知の故意若しくは重大な過失による遅滞若しくは脱漏があることを知った時から
前項の規定により保険金を支払う旨の甲に対する通知をしないで１か月を経過した場合又は被保険者が加入した時
から５年を経過した場合にはこの限りでない。

（保険引受割合）
第６条　この特約書による乙の保険引受割合は、次のとおりとする。ただし、乙は、単独別個に保険契約上の権利を有
し義務を負い連帯しない。

東京海上日動火災保険株式会社� ％
損害保険ジャパン日本興亜株式会社� ％
三井住友海上火災保険株式会社� ％
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社� ％
日新火災海上保険株式会社� ％
AIG損害保険株式会社� ％
共栄火災海上保険株式会社� ％
大同火災海上保険株式会社� ％

08_Ⅵ．保険約款・特約条項・特約書.indd   98 2020/01/09   18:03:29



－98－ －99－

第２章　甲が行う事務取扱処理に関する事項

（保険料分担金の受領及び送金）
第７条　甲は、毎月末日までに、原則として、団体から受領した前月分の保険料分担金を、その明細を付して丙
の本社又は丙の指定する場所へ払込まなければならない。
（加入者名簿の備付け）
第８条　甲は、団体から受付けた加入依頼書（写）及び団体員名簿（写）を加入者名簿として備付け、常に整備
しなければならない。
（事故の証明）
第９条　甲は、被保険者が本保険契約に基づき、保険金請求を行おうとするときは、団体の指導監督者に、当該
事故が団体の管理下において団体活動を行っている間に生じた事故である旨の証明書を交付させるものとする。
ただし、被保険者が、傷害特約（学校管理下外担保）に基づき、保険金請求を行おうとするときは、この限りで
ない。

２　団体の指導監督者が、前項の証明書に故意に不実の記載をし、又は事実を隠したときは、乙は、それによっ
て乙が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うこととする。

（保険金支払に関する協議）
第10条　甲は、丙と被保険者との間で保険金支払いに関し、意見の相異が生じた場合には、協議の上、両者の意
見の調整を行うものとする。
（事務取扱処理の細則）
第11条　この特約書に基づく事務取扱処理に関して必要な細則は、甲及び丙の間で別に定めるものとする。

（以下省略）
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Ⅶ．資　料

1．スポーツ安全協会登録会員一覧表	 ※財団法人・社団法人等の法人種別は省略

（1）日本スポーツ協会加盟および準加盟の競技団体
日本陸上競技連盟
日本水泳連盟
日本サッカー協会
全日本スキー連盟
日本テニス協会
日本ボート協会
日本ホッケー協会
日本ボクシング連盟
日本バレーボール協会
日本体操協会
日本バスケットボール協会
日本スケート連盟
日本レスリング協会
日本セーリング連盟
日本ウエイトリフティング協会
日本ハンドボール協会
日本自転車競技連盟
日本ソフトテニス連盟
日本卓球協会
全日本軟式野球連盟
日本相撲連盟
日本馬術連盟
日本フェンシング協会
全日本柔道連盟
日本ソフトボール協会
日本バドミントン協会
全日本弓道連盟
日本ライフル射撃協会
全日本剣道連盟
日本近代五種協会
日本バイアスロン連盟
日本ラグビーフットボール協会
日本山岳・スポーツクライミング協会
日本カヌー連盟
全日本アーチェリー連盟
全日本空手道連盟
日本アイスホッケー連盟
全日本銃剣道連盟
日本クレー射撃協会
全日本なぎなた連盟
全日本ボウリング協会
日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟
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日本野球連盟
日本綱引連盟
少林寺拳法連盟
日本ゲートボール連合
日本武術太極拳連盟
日本ゴルフ協会
日本カーリング協会
日本パワーリフティング協会
日本オリエンテーリング協会
日本グラウンド・ゴルフ協会
日本トライアスロン連合
日本バウンドテニス協会
日本エアロビック連盟
日本チアリーディング協会
日本スポーツチャンバラ協会
日本ドッジボール協会
日本ペタンク・ブール連盟
ワールドスケートジャパン
日本ダンススポーツ連盟
日本アメリカンフットボール協会
日本フライングディスク協会

（2）都道府県体育・スポーツ協会
（3）上記以外の体育・スポーツ団体

日本障がい者スポーツ協会
日本レクリエーション協会
日本サイクリング協会
日本スイミングクラブ協会
合気会
全日本大学野球連盟
日本高等学校野球連盟
全国スポーツ推進委員連合
日本武術連盟
日本一輪車協会
日本スポーツクラブ協会
全国高等学校体育連盟
日本自動車連盟
日本躰道協会

（4）社会教育関係団体
日本スポーツ協会日本スポーツ少年団
ボーイスカウト日本連盟
ガールスカウト日本連盟
日本赤十字社「日本青少年赤十字」
全国子ども会連合会
日本ユースホステル協会
日本青年団協議会
日本PTA全国協議会
全国高等学校PTA連合会
日本海洋少年団連盟
全日本鼓笛バンド・フォームバンド連盟
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2．加入手続先（スポーツ安全協会）一覧表

支　部　名 郵便番号 所　　　　在　　　　地 電話番号 金融機関名

北海道支部 062-8572 札幌市豊平区豊平 5 条 11 － 1 － 1 道立総合体育センター内
北海道スポーツ協会内 011(820)1709 北洋銀行

郵便局

青森県支部 039-3505 青森市大字宮田字高瀬 22 － 2
青森県スポーツ協会内 017(718)1136 青森銀行

みちのく銀行

岩手県支部 020-0133 盛岡市青山 4 － 13 － 30
岩手県体育協会内 019(648)0400 郵便局

宮城県支部 981-0122 宮城郡利府町菅谷字舘 40-1　宮城県総合運動公園（グランディ・21）内
宮城県スポーツ振興財団内 022(356)6066 七十七銀行

秋田県支部 010-0974 秋田市八橋運動公園 1 － 5　秋田県スポーツ科学センター内
秋田県体育協会内 018(883)0360 秋田銀行

山形県支部 990-2412 山形市松山 2 － 11 － 30
山形県スポーツ協会内 023(642)8321 山形銀行、荘内銀行、

郵便局

福島県支部 960-8043 福島市中町 8 － 2　福島県自治会館 6 階 024(526)4600 東邦銀行
郵便局

茨城県支部 310-0911 水戸市見和 1 － 356 － 2
茨城県水戸生涯学習センター分館　茨城県体育協会内 029(297)7600 常陽銀行

郵便局

栃木県支部 321-0152 宇都宮市西川田 4 － 1 － 1
栃木県スポーツ協会内 028(612)5178 足利銀行

郵便局

群馬県支部 371-0047 前橋市関根町 800 ALSOKぐんま総合スポーツセンター本館内
群馬県スポーツ協会内 027(237)0832 群馬銀行

郵便局

埼玉県支部 362-0031 上尾市東町 3 － 1679　スポーツ総合センター内
埼玉県スポーツ協会内 048(779)9580 郵便局

千葉県支部 263-0011 千葉市稲毛区天台町 323 千葉県総合スポーツセンター
千葉県スポーツ協会内 043(254)0075 千葉銀行

郵便局

東京都支部 160-0013 新宿区霞ヶ丘町 4 － 2
Japan Sport Olympic Square10 階 03(5738)7577 みずほ銀行

神奈川県支部 221-0855
横浜市神奈川区三ツ沢西町 3 － 1 県立スポーツ会館
神奈川県体育協会内

（令和 2 年 4 月 1 日より神奈川県スポーツ協会）
045(311)0653 横浜銀行

郵便局

新潟県支部 950-0933 新潟市中央区清五郎 67 － 12 　デンカビッグスワンスタジアム
新潟県スポーツ協会内 025(287)8080 第四銀行

北越銀行

富山県支部 939-8252 富山市秋ヶ島 183　富山県総合体育センター内
富山県体育協会内 076(429)1230 北陸銀行

石川県支部 920-0355 金沢市稚日野町北 222
石川県体育協会内 076(268)3100 郵便局

福井県支部 918-8027 福井市福町 3 － 20
福井県スポーツ協会内 0776(34)2719 福井銀行

山梨県支部 400-0836 甲府市小瀬町 840
山梨県スポーツ協会内 055(243)3920 山梨中央銀行

郵便局

長野県支部 380-8570 長野市南長野字幅下 692 － 2
長野県庁 7 階 026(219)2474 八十二銀行

郵便局

岐阜県支部 502-0817 岐阜市長良福光大野 2675 － 28 岐阜メモリアルセンター内
岐阜県体育協会内 058(295)6360 十六銀行

大垣共立銀行

静岡県支部 422-8004 静岡市駿河区国吉田 5 － 1 － 1 054(262)3039 静岡銀行、スルガ銀行、
清水銀行

愛知県支部 460-0007 名古屋市中区新栄 1 － 49 － 10　愛知県教育会館 3 階
愛知県スポーツ協会内 052(264)4048 郵便局 

三重県支部 510-0261 鈴鹿市御薗町 1669
三重県スポーツ協会内 059(372)8100 百五銀行

滋賀県支部 520-0807 大津市松本 1 － 2 － 20 077(523)3860 滋賀銀行
関西みらい銀行

京都府支部 601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70　京都テルサ内
京都府スポーツ協会内 075(692)3459 京都銀行

郵便局
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支　部　名 郵便番号 所　　　　在　　　　地 電話番号 金融機関名

大阪府支部 556-0011 大阪市浪速区難波中 3 － 4 － 36 大阪府立体育会館内
大阪府スポーツ協会内 06(6643)5234 りそな銀行

郵便局

兵庫県支部 650-0011 神戸市中央区下山手通 4 － 16 － 3　兵庫県民会館内
兵庫県体育協会内 078(332)2380 みなと銀行

奈良県支部 630-8501 奈良市登大路町 30
奈良県体育協会内 0742(22)5791 南都銀行

和歌山県支部 640-8262 和歌山市湊通丁北１－２－１
和歌山県教育庁生涯学習局スポーツ課内　和歌山県体育協会内 073(433)8390 紀陽銀行

郵便局

鳥取県支部 680-8570 鳥取市東町１－ 220
鳥取県体育協会内 0857(26)8724 鳥取銀行

山陰合同銀行

島根県支部 690-0015 松江市上乃木 10 － 4 － 2 島根県立水泳プール内
島根県体育協会内 0852(21)5388 山陰合同銀行

岡山県支部 700-0012 岡山市北区いずみ町 2 － 1 － 3
ジップアリーナ岡山内　岡山県スポーツ協会内 086(201)3811 中国銀行

広島県支部 730-0011 広島市中区基町 4 － 1
広島県体育協会内 082(223)7865 郵便局

山口県支部 753-8501 山口市滝町 1 － 1 県政資料館 2 階
山口県体育協会内 083(921)6185 山口銀行

徳島県支部 770-0942 徳島市昭和町 3 － 35 － 1
徳島県体育協会内 088(655)3660 徳島大正銀行

香川県支部 760-0004 高松市西宝町 2 － 6 － 40 香川県教育会館 4 階
香川県スポーツ協会内 087(833)1583 百十四銀行

愛媛県支部 790-0843 松山市道後町 2 － 9 － 14
愛媛県県民文化会館別館内　愛媛県スポーツ協会内 089(911)1199 伊予銀行

愛媛銀行

高知県支部 780-0850 高知市丸ノ内 1 － 7 － 52 高知県庁西庁舎 1 階
高知県スポーツ協会内 088(820)1755 高知銀行

四国銀行

福岡県支部 812-0852 福岡市博多区東平尾公園 2 － 1 － 4 アクシオン福岡内
福岡県体育協会内 092(622)5775 福岡銀行

西日本シティ銀行

佐賀県支部 849-0923 佐賀市日の出 2 － 1 － 11 佐賀県スポーツ会館内
佐賀県スポーツ協会内 0952(30)7716 佐賀銀行

長崎県支部 852-8118 長崎市松山町 2 － 5 長崎県営野球場内
長崎県体育協会内 095(845)2926 親和銀行

郵便局

熊本県支部 861-8012 熊本市東区平山町 2776　県民総合運動公園　陸上競技場内
熊本県体育協会内 096(213)9015 肥後銀行

郵便局

大分県支部 870-0908
大分市青葉町 1 大分県立総合体育館スポーツ交流館内
大分県体育協会内

（令和 2 年 4 月 1 日より大分県スポーツ協会）
097(552)0400 大分銀行

宮崎県支部 889-2151 宮崎市大字熊野字島山 1443 － 12
宮崎県体育協会内 0985(55)3136 宮崎銀行

鹿児島県支部 890-0062 鹿児島市与次郎 1 － 4 － 20
鹿児島県体育協会内 099(813)1108 鹿児島銀行

沖縄県支部 900-0026 那覇市奥武山町 51 －２ 沖縄県体協スポーツ会館内
沖縄県スポーツ協会内 098(857)0017 琉球銀行

スポーツ安全協会本部（インターネット加入の場合）
〒105-0003　東京都港区西新橋1－６－11
インターネット加入専用：0570-087109（固定電話）※市内通話料金のご負担での通話が可能です。
 03-5510-0033（上記電話番号がご利用いただけない電話）
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3．保険事故通知先、保険金請求先（東京海上日動）一覧表
都道府県名 事　　務　　所　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 T E L

北海道
北 海 道 損 害 サ ー ビ ス 部 内

北海道スポーツ安全保険コーナー
060-8531

札幌市中央区大通西3－7

北洋大通センター

フリーダイヤル

0120-789-027

( 札幌 )(011)

271-7432

FAX( 札幌 )(011)

271-1328

青　森

岩　手

宮　城

秋　田

山　形

福　島

東 北 損 害 サ ー ビ ス 部 内

東北スポーツ安全保険コーナー
980-8460

仙台市青葉区中央2－8－16

仙台東京海上日動ビル６F

フリーダイヤル

0120-789-037

( 仙台 )(022)

225-6326

FAX( 仙台 )(022)

225-7157

茨　城

栃　木

群　馬

埼　玉

千　葉

東　京

神奈川

新　潟

山　梨

長　野

本店損害サービス第二部内

関東スポーツ安全保険コーナー
105-8551 東京都港区西新橋3－9－4

フリーダイヤル

0120-789-047

( 東京 )(03)

6632-0479

FAX( 東京 )(03)

6402-3561

岐　阜

愛　知

三　重

名古屋損害サービス第一部内

東海スポーツ安全保険コーナー
460-8541 名古屋市中区丸の内2－20－19

フリーダイヤル

0120-789-057

( 名古屋 )(052)

201-9654

FAX(名古屋)(052)

201-9649

静　岡
静 岡 損 害 サ ー ビ ス 部 内

静岡スポーツ安全保険コーナー
420-8585

静岡市葵区紺屋町17－1

葵タワー 10F

フリーダイヤル

0120-789-059

( 静岡 )(054)

254-4235

FAX(静岡)(054)

254-4237
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都道府県名 事　　務　　所　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 T E L

富　山

石　川

福　井

滋　賀

京　都

大　阪

兵　庫

奈　良

和歌山

関西損害サービス第一部内

近畿スポーツ安全保険コーナー
541-8555

大阪市中央区高麗橋3－5－12

淀屋橋東京海上日動ビル9 F

フリーダイヤル

0120-789-067

( 大阪 )(06)

6203-0677

FAX( 大阪 )(06)

6203-0646

鳥　取

島　根

岡　山

広　島

山　口

徳　島

香　川

愛　媛

高　知

中 国 損 害 サ ー ビ ス 部 内

中・四国スポーツ安全保険コーナー
730-8730 広島市中区八丁堀3－33

フリーダイヤル

0120-789-085

( 広島 )(082)

511-9483

FAX(広島)(082)

511-9273

福　岡

佐　賀

長　崎

熊　本

大　分

宮　崎

鹿児島

沖　縄

九 州 損 害 サ ー ビ ス 第 一 部

九州スポーツ安全保険コーナー
812-8705 福岡市博多区綱場町3－3

フリーダイヤル

0120-789-095

( 福岡 )(092)

281-8375

FAX(福岡)(092)

281-8199
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4．東京海上日動営業店一覧表
保険内容についてはスポーツ安全協会本・支部または下記へご照会ください。

都道府県名 事　務　所　名 郵便番号 所　　　　　在　　　　　地 Ｔ　Ｅ　Ｌ

北 海 道 札幌中央支店　金融公務課 060 － 0002 札幌市中央区北二条西１－１－７ORE 札幌ビル９Ｆ 011 － 271 － 7285
青　　森 青森中央支社 030 － 0861 青森市長島２－ 19 －１青森東京海上日動ビル２Ｆ 017 － 775 － 2424
岩　　手 盛岡支店　営業課 020 － 8580 盛岡市開運橋通５－１盛岡東京海上日動ビル５Ｆ 019 － 654 － 8124
宮　　城 仙台支店　営業課 980 － 8460 仙台市青葉区中央２－８－ 16 仙台東京海上日動ビルディング 10 Ｆ 022 － 225 － 6321
秋　　田 秋田支店　営業課 010 － 0001 秋田市中通２－５－ 21 秋田東京海上日動ビル３Ｆ 018 － 832 － 9179
山　　形 山形支社 990 － 8522 山形市松波１－１－５山形東京海上日動ビル２Ｆ 023 － 632 － 5518
福　　島 福島支社 960 － 8041 福島市大町７－３福島センタービル４Ｆ 024 － 523 － 1161
茨　　城 茨城中央支社 310 － 0015 水戸市宮町１－３－ 41 水戸ノースフロント８Ｆ 029 － 233 － 9207
栃　　木 栃木支店　営業課 320 － 8511 宇都宮市馬場通り４－１－１うつのみや表参道スクエア８Ｆ 028 － 600 － 7141
群　　馬 群馬支店　営業課 371 － 0023 前橋市本町２－ 13 － 11 前橋センタービル２Ｆ 027 － 235 － 7309
埼　　玉 埼玉中央支店　営業課 330 － 9515 さいたま市大宮区桜木町１－ 10 － 17 シーノ大宮サウスウイング 10 Ｆ 048 － 650 － 8381
千　　葉 千葉支店　営業課 260 － 0031 千葉市中央区新千葉１－４－３WESTRIO 千葉フコク生命ビル 11 Ｆ 043 － 301 － 7740
東　　京 公務第二部　文教公務室 102 － 8014 千代田区三番町６－４ラ・メール三番町 10 Ｆ 03 － 3515 － 4133
神 奈 川 横浜中央支店　金融公務課 220 － 8565 横浜市西区みなとみらい３－６－４みなとみらいビジネススクエア６Ｆ 045 － 224 － 3519
新　　潟 新潟中央支社 950 － 8545 新潟市中央区万代２－３－６新潟東京海上日動ビル７Ｆ 025 － 241 － 4105
富　　山 富山支社 930 － 8522 富山市神通本町１－６－５富山東京海上日動ビル６Ｆ 076 － 433 － 6631
石　　川 金沢支店　営業課 920 － 8536 金沢市広岡３－１－１金沢パークビル７階 076 － 233 － 6666
福　　井 福井支店　業務グループ 918 － 8558 福井市毛矢１－ 10 －１セーレンビル７Ｆ 0776 － 36 － 2012
山　　梨 山梨支店　営業課 400 － 0032 甲府市中央１－ 12 － 28 甲府東京海上日動ビル５Ｆ 055 － 237 － 6269
長　　野 長野支店　営業課 380 － 8508 長野市南県町1081 長野東京海上日動ビル７Ｆ 026 － 224 － 0306
岐　　阜 岐阜支店　営業課 500 － 8671 岐阜市金町６－４岐阜東京海上日動ビルディング 11 Ｆ 058 － 264 － 5181
静　　岡 静岡支店　営業課 420 － 8585 静岡市葵区紺屋町 17 －１葵タワー 13 Ｆ 054 － 254 － 0281
愛　　知 愛知金融公務部 460 － 8541 名古屋市中区丸の内２－ 20 － 19 名古屋東京海上日動ビルディング 14 階 052 － 201 － 2046
三　　重 津支社 514 － 0028 津市東丸之内 33 －１津フェニックスビル９Ｆ 059 － 224 － 0221
滋　　賀 大津支社 520 － 0044 大津市京町２－５－ 10　大津神港ビル６Ｆ 077 － 522 － 9071
京　　都 京都支店　営業課 600 － 8570 京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町 22 京都東京海上日動ビル７Ｆ 075 － 241 － 1156
大　　阪 関西公務金融部　大阪公務課 541 － 0043 大阪市中央区高麗橋３－５－ 12 淀屋橋東京海上日動ビル 10 Ｆ 06 － 6203 － 0518
兵　　庫 関西公務金融部　神戸公務金融課 650 － 0024 神戸市中央区海岸通７第二神港ビル５Ｆ 078 － 333 － 7241
奈　　良 奈良支社 630 － 8115 奈良市大宮町６－２－ 19 奈良東京海上日動ビル 0742 － 35 － 8501
和 歌 山 和歌山支社 640 － 8227 和歌山市西汀丁38 Regulusビル４Ｆ 073 － 431 － 5281
島　　根 山陰中央支社 690 － 8526 松江市御手船場町 565 －８松江東京海上日動ビル６Ｆ 0852 － 25 － 2212
鳥　　取 鳥取支社 680 － 0011 鳥取市東町２－ 351 鳥取東京海上日動ビル１Ｆ 0857 － 23 － 2201
岡　　山 岡山支社　営業課 700 － 8585 岡山市北区柳町２－ 11 － 19 岡山東京海上日動ビル５Ｆ 086 － 227 － 2852
広　　島 広島支店　営業課 730 － 8730 広島市中区八丁堀３－ 33 広島ビジネスタワ－６Ｆ 082 － 511 － 9093
山　　口 山口中央支社 754 － 0021 山口市小郡黄金町７－ 43 ＴＫビル３Ｆ 083 － 974 － 1820
徳　　島 徳島支社 770 － 8520 徳島市八百屋町２－７朝日生命徳島ビル３Ｆ 088 － 626 － 2940
香　　川 高松中央支社 760 － 8527 高松市古新町３－１東明ビル 11 Ｆ 087 － 822 － 3295
愛　　媛 愛媛支店　営業課 790 － 8561 松山市本町２－１－７松山東京海上日動ビル７Ｆ 089 － 915 － 0077
高　　知 高知支社 780 － 0870 高知市本町４－１－ 16 高知電気ビル６Ｆ 088 － 823 － 2575
福　　岡 福岡中央支店　金融公務室 812 － 8705 福岡市博多区綱場町３－３福岡東京海上日動ビル３Ｆ 092 － 281 － 8344
佐　　賀 佐賀支店　営業課 840 － 0801 佐賀市駅前中央１－６－ 25 佐賀東京海上日動ビル７Ｆ 0952 － 23 － 1390
長　　崎 長崎支社 850 － 8543 長崎市興善町３－５長崎東京海上日動ビル４Ｆ 095 － 823 － 7156
熊　　本 熊本支店　営業課 862 － 0975 熊本市中央区新屋敷１－ 14 － 35 熊本東京海上日動ビル７Ｆ 096 － 372 － 6310
大　　分 大分支社 870 － 8562 大分市荷揚町３－６大分東京海上日動ビル５Ｆ 097 － 536 － 2151
宮　　崎 宮崎支店　営業課 880 － 8511 宮崎市広島２－５－ 11 宮崎東京海上日動ビル４Ｆ 0985 － 23 － 2902
鹿 児 島 鹿児島支店　営業課 892 － 8567 鹿児島市加治屋町 12 －５鹿児島東京海上日動ビル７Ｆ 099 － 225 － 6251
沖　　縄 沖縄支社 900 － 0016 那覇市前島２－ 21 － 13 ふそうビル８Ｆ 098 － 867 － 7733

本内容は令和元年 12 月末時点の確定内容をもとに記載しています。
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